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平成２６年陸別町議会３月定例会会議録（第１号）

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 平成26年３月11日 午前10時00分 議 長 宮 川 寛

及 び 宣 告 閉会 平成26年３月11日 午後３時18分 議 長 宮 川 寛

応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等
員 及 び 出 席 並 氏 名 氏 名
び に 欠 席 議 員 番号 の 別 番号 の 別

出席 ７人 １ 本 田 学 ○ ８ 宮 川 寛 ○

欠席 １人 ２ 古 田 英 一 ○

凡例 ３ 多 胡 裕 司 ○

○ ４ 野 尻 秀 隆 ○出席を示す

▲ ５ 七 戸 一 登 ▲欠席を示す

× ６ 村 松 正 敏 ○不応招を示す

公▲○ ７ 河 瀬 洋 美 ○公務欠席を示す

会議録署名議員 多 胡 裕 司 野 尻 秀 隆

職務のため議場に 事務局長 書 記
出席した者の職氏名 吉 田 功 吉 田 利 之

町 長 金 澤 紘 一 教 育 委 員 長 石 橋 勉法第１２１条の規定

監 査 委 員 飯 尾 清 多 胡 裕 司により出席した者の 農業委員会長（議員兼職）

職氏名

副 町 長 佐 々 木 敏 治 会 計 管 理 者 芳 賀 均町長の委任を受けて

総 務 課 長 高 橋 豊 町 民 課 長 朝 日 大 二出席した者の職氏名

産 業 振 興 課 長 副 島 俊 樹 建 設 課 長 小 栗 幹 夫

早 坂 政 志 早 坂 政 志保健福祉センター次長 国保関寛斎診療所事務長

総 務 課 主 幹 空 井 猛 壽

教 育 長 野 下 純 一 教 委 次 長 有 田 勝 彦教育委員長の委任を

受けて出席した者の

職氏名

農 委 事 務 局 長 棟 方 勝 則農業委員会会長の

委任を受けて出席し

た者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり



― 2 ―

◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 会期の決定

３ 議 案 第 １ 号 専決処分の承認を求めることについて

４ 議 案 第 ２ 号 平成２５年度陸別町一般会計補正予算（第１０号）

平成２５年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算
５ 議 案 第 ３ 号

（第４号）

平成２５年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
６ 議 案 第 ４ 号

補正予算（第４号）

平成２５年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第２
７ 議 案 第 ５ 号

号）

平成２５年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４
８ 議 案 第 ６ 号

号）

平成２５年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第
９ 議 案 第 ７ 号

３号）

平成２５年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
10 議 案 第 ８ 号

号）

11 平成２６年度町政執行方針・平成２６年度教育行政執行方針

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開会 午前１０時００分

○事務局長（吉田 功君） 御起立願います。おはようございます。

町民憲章を斉唱いたします。

一つ、みんなで力を合わせ、ひろく産業をおこし、豊かな町を育てましょう。

一つ、みんなで教養を深め、たくましい心と体をつくり、北方文化のかおり高い町を育

てましょう。

一つ、たがいにむつみ、助けあい、だれもが生きがいをもてるあたたかい町を育てま

しょう。

一つ、たがいにきまりを守り、よい習慣をつくり、平和で明るい町を育てましょう。

一つ、恵まれた自然を生かし、住みよい環境をつくり、美しい町を育てましょう。

御着席ください。

────────────────────────────────────

◎開会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） ただいまから、平成２６年陸別町議会３月定例会を開会します。

七戸議員より、欠席する旨届出がありました。

────────────────────────────────────

◎諸般の報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、諸般の報告を行います。

議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので、御了承願い

ます。

────────────────────────────────────

◎町長行政報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 町長から行政報告があります。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 行政報告を申し上げます。

昨年の１２月２０日から本年３月９日までの行事、事業、会議等の報告につきまして

は、記載のとおりであります。

このほか、口頭で３件報告を申し上げます。

１点目は、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料に係る還付加算金の算定誤りによ

る未払いについて御報告申し上げます。

昨年１２月末より、道内、管内の自治体で発生いたしました税の還付加算金算定誤りの

報道を受けまして、当町の還付金事務につきまして調査をしてまいりました。

地方税法の消滅時効の規定に基づき、５年を経過しない平成２０年度から平成２５年度
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までの還付金について再精査を行ったところ、法令で定める起算日の解釈に誤りがあり、

還付金の一部において加算金の未払いがあることが判明いたしました。

内訳につきましては、国民健康保険税が１８件で３万３,４００円、後期高齢者医療保

険料が１２件で２万８,１００円、合計３０件で６万１,５００円となりました。

加算金未払いの方へは、お詫びと、お支払いの案内文書を発送し、２月２８日にそれぞ

れの指定口座への支払いは完了しております。

今後は、このような誤りが二度と起きないよう、関係法令の確認を徹底し、再発防止に

努めてまいります。御迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。まことに申

しわけございませんでした。

次に、職員採用について報告を申し上げます。

平成２６年４月１日付で保育士２名を採用します。なお、現在看護師の募集をしている

ところであります。

採用の報告については、以上であります。

３点目に移ります。十勝圏における消防の広域化について御報告申し上げます。

昨年１２月の定例会の行政報告におきまして、市町村長会議で確認されました十勝圏広

域消防運営計画素案やデジタル無線整備費用などについて説明をさせていただきました。

十勝圏広域消防運営計画素案のパブリックコメントにつきましては、十勝の全市町村で

平成２５年１２月２７日から本年１月２６日までの１カ月間実施されたところでありま

す。当町におきましては、役場と消防署の２カ所に閲覧資料を配置し、町内回覧やホーム

ページで町民の皆さんに広く周知を行ったところであります。その結果、陸別町民からの

意見はなく、十勝全体で３名の方から６件の意見をいただきました。

意見の取り扱いでありますが、今後の参考とするもの２件、意見として伺ったものが４

件であり、素案を修正することなく、案として、この２月４日開催の副市町村長会議で確

認されたところであります。

今後、３月末までに各市町村議会からの意見等を踏まえ、運営計画を成案化し、改めて

公表する予定であります。

今後とも市町村長会議など、その都度議会に御報告申し上げ、町民が安全・安心に暮ら

せることを第一に考え、意見を反映していく所存であります。

以上で行政報告を終わります。

なお、配付してあります、事業、業務、工事の発注一覧表につきまして、後ほど御参照

いただきたいと存じます。

以上で終わります。

────────────────────────────────────

◎教育関係行政報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 次に、教育委員長から教育関係行政報告があります。
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石橋教育委員長。

○教育委員長（石橋 勉君）〔登壇〕 １２月定例会以降、本日までの主な教育関係の行

政報告を申し上げます。

書面の中から、１点について御報告いたします。

１月４日、平成２６年陸別町成人式をタウンホールで挙行いたしました。対象者は、３

２名のうち１８名が出席いたしました。初めに式辞を述べた後、金澤町長と宮川議長よ

り、心のこもったお祝いの言葉をいただきました。成人者を代表いたしまして瀬藤翔太さ

んが、「一人一人が自分の行動に責任を持ち、社会の一員として常に向上心を持って前進

する覚悟でいます」と成人の決意を述べました。

会場には、小学校時代の恩師や保護者の皆様も列席されまして、記念撮影では「しばれ

君」と「つららちゃん」も参加して、ともに新成人の門出をお祝いしたところでございま

す。

以上で、教育関係の主な行政報告を終わります。

○議長（宮川 寛君） これで、行政報告を終わります。

ただいまの報告に係る一般質問の通告は、本日午後５時までに提出してください。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、３番多胡議員、４番野尻議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定の件

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第２ 会期の決定の件を議題にします。

本件については、３月７日に議会運営委員会を開催し、本定例会の運営について協議し

ておりますので、委員長より報告を求めます。

村松委員長。

○６番（村松正敏君）〔登壇〕 平成２６年陸別町議会３月定例会の運営について、去る

３月７日に開催しました議会運営委員会において慎重に協議しましたので、結果について

報告いたします。

今定例会における町長から事前に配付のありました議案は、専決処分の承認１件、補正

予算７件、町道路線の廃止、認定２件、規約の変更、条例の一部改正９件、新年度予算７
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件で、あわせて２６件であります。また、町長及び教育委員長より平成２６年度の行政執

行方針についての説明があります。議会関係では、一般質問２件、発議案３件、意見書案

１件及び委員会の閉会中の継続調査についてを予定しております。

会期につきましては、議案の件数、内容等を総合的に勘案し、協議の結果、お手元にお

配りしております予定表のとおり、本日から３月１８日までの８日間とし、３月１４日か

ら３月１６日までは、議案の精査と週休日のため休会とすることに決定いたしました。

次に、議案の一括議題については、議事の能率化を図る上から、提案理由が同一のもの

については一括とすることとし、議案第２号から議案第８号までの平成２５年度各会計補

正予算７件、議案第９号及び議案第１０号の町道路線の廃止、認定関係２件、議案第１６

号から議案第１９号までの上下水道条例の一部改正関係４件、議案第２０号から議案第２

６号までの平成２６年度各会計当初予算７件、及び議会発議案第１号及び第２号の条例、

規則改正２件を一括して説明を受けることとし、質疑、討論、採決は別々に行うことにし

ましたので御了承願います。

以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては、特段の御協力をお願い申し

上げ、報告といたします。

○議長（宮川 寛君） お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、本日から３月１８日

までの８日間とし、第４日目の３月１４日から第６日目の３月１６日までは休会としたい

と思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から３月１８日までの８日間とし、３月１４日から３月１６

日までは休会とすることに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 議案第１号専決処分の承認を求めることについて

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第３ 議案第１号専決処分の承認を求めることについてを議

題とします。

提案理由の説明を求めます。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第１号専決処分の承認を求めることについてでござ

いますが、財産の取得に伴いまして、予算を補正する必要が生じましたが、議会を招集す

るいとまがないと認めまして専決処分をしたものでございます。

平成２５年度陸別町一般会計補正予算（第９号）につきまして、内容につきまして、副

町長のほうから説明いたしますので、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。
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○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第１号専決処分の承認を求めることについて

説明をさせていただきます。

平成２５年度陸別町一般会計補正予算（第９号）。

平成２５年度陸別町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第１項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４１億２,９９８万９,０００円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出７ページをお開きください。

２、歳出。

２款総務費１項総務管理費５目財産管理費１７節公有財産購入費、土地建物購入費７０

万円。

それでは、説明資料１の１をお開きいただきたいと思います。

説明資料１の１は、共栄第１にあります旧劇場の建物と土地であります。ここにつきま

しては、住宅用地として購入を考えてございます。土地については３筆、ここに記載のと

おりでありまして、８９３.２平米、建物につきましては、劇場、居宅、物置合わせまし

て６８１.７９平米であります。

それから、１の２をお開きください。１の２につきましては、栄町にあります消防署、

現庁舎の横側にあります、国道縁になります旧ドライブインの跡地と建物でございます。

この場所につきましては、消防団からも訓練用地としての取得の要望もございまして、合

わせて駅前多目的広場におけるイベント時の駐車場としての活用も考えまして購入を検討

してきました。土地につきましては２筆ございまして３２０.７９平米、建物につきまし

ては２８１.０１平米となっております。

それでは、議案書の７ページのほうにお戻りいただきたいと思います。

これにつきましては、１月９日に物件、この栄町と共栄第１の物件２件を一括して７０

万円で購入をしたいということで、相手方弁護士、清算人になりますけれども、申し入れ

をして話し合いをしてきたところであります。

１月２９日に、その清算人から７０万円で了承と、そういう返答が来たことから、１月

３０日付で予算の専決処分をさせていただきました。２月１２日に売買契約を締結いたし

まして、所有権移転登記も完了しているところであります。

それでは、歳入の６ページをお開きいただきたいと思います。

１、歳入。

９款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税、既定額２２億１,８３９万１,０００円

であります。この内訳としては、普通地方交付税で２０億３,８３９万１,０００円と特別

地方交付税１億８,０００万円、合わせて２２億１,８３９万１,０００円であります。
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今回専決処分で７０万円の普通地方交付税を追加させていただきまして、補正後の額が

普通地方交付税においては２０億３,９０９万１,０００円、特別地方交付税が１億８,０

００万円の計上でありますので、合わせて２２億１,９０９万１,０００円となります。確

定している普通地方交付税は２３億４,８３６万５,０００円でありますので、差し引き、

現在は３億９２７万４,０００円を留保しているということになります。

以上、雑駁な説明で恐縮でありますけれども、説明を終わらせていただきます。

以後、御質問によってお答えをしていきたいというふうに思っておりますので、御審議

のほど、よろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） これから、質疑を行います。質疑はありませんか。

６番村松議員。

○６番（村松正敏君） この用地については、町が素早い対応をして購入する形になった

ということは非常によかったのかなというふうに思っております。手続の内容では、売買

契約も２月１１日に完了したということで、今後の部分、要するに共栄第１の部分につき

ましては危険な建物というようなことで、やはり住民が一番心配しているのは、安全対策

の部分で考えるということになれば、解体の時期等をどのような流れの中で考えておられ

るのか、それからこの場所については住宅用地という押さえがされて購入ということです

が、過疎計画、それから総合計画に勘案した考え方を、やはり中長期的に見て考えていか

なければならないのかなというふうに思っております。

栄町につきましては、消防署、消防団等で訓練用地として使えるというような流れもあ

りますので、それからイベントの駐車場ですか、そういうようなことで進むということで

すので、その辺の今後の流れについて、説明できる範囲内でお願いいたします。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 議員のほうで、先ほど２月１１日契約と言いましたけれど

も、２月１２日に売買契約をして所有権移転登記をしているということでありますので御

了承ください。

まず、第１点の共栄第１の物件につきましては、まず予算の関係ですけれども、これか

らこの後の議案に出てきますが、補正予算で解体費を計上しております。それで明許繰り

越し、２６年度に繰り越しをかけさせていただきまして、２６年度中にできれば解体をし

て、２６年度の解体後についての住宅用地について、庁舎内でどういうふうにしていくか

という議論をしていきたいなと、そういうふうに思っております。

それから、栄町につきましては、消防団の訓練用地と、それとイベント用の駐車場、路

上駐車が結構イベント時に多いものですから、そういう解消をするという部分でのイベン

ト時の駐車場という考え方でおります。

それで、この解体費については、栄町分については２６年度で、当初で計上をしており

ます。それで、できれば２６年度に入ってから外構工事なんかも含めて、できれば完了さ
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せていただいて、できれば２６年度中に訓練できるように持っていきたいなと。ぎりぎり

になるかもしれませんけれども、できれば栄町については、２６年度中には解体をして外

構工事も終わらせたいと、そういう考え方でおります。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第１号専決処分の承認を求めることについてを採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１号は、原案のとおり承認することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第 ４ 議案第２号平成２５年度陸別町一般会計補正予算

（ ）第１０号

◎日程第 ５ 議案第３号平成２５年度陸別町国民健康保険事業勘

定特別会計補正予算（第４号）

◎日程第 ６ 議案第４号平成２５年度陸別町国民健康保険直営診

療施設勘定特別会計補正予算（第４号）

◎日程第 ７ 議案第５号平成２５年度陸別町簡易水道事業特別会

計補正予算（第２号）

◎日程第 ８ 議案第６号平成２５年度陸別町公共下水道事業特別

会計補正予算（第４号）

◎日程第 ９ 議案第７号平成２５年度陸別町介護保険事業勘定特

別会計補正予算（第３号）

◎日程第１０ 議案第８号平成２５年度陸別町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第４ 議案第２号平成２５年度陸別町一般会計補正予算（第

１０号）から日程第１０ 議案第８号平成２５年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）まで、７件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。
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金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第２号平成２５年度陸別町一般会計補正予算（第１

０号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億２,

４４８万４,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４４億５,４４

７万３,０００円とするものでございます。

続きまして、議案第３号平成２５年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第４号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,２１２万

５,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億６,６０１万６,０

００円とするものでございます。

続きまして、議案第４号平成２５年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第４号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ８万

６,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億８７３万５,０００

円とするものでございます。

続きまして、議案第５号平成２５年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ２６６万７,０００円

を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億６,６４９万円とするものでご

ざいます。

続きまして、議案第６号平成２５年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３３８万

８,０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億２,５３０万８,０

００円とするものでございます。

続きまして、議案第７号平成２５年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３

号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１,２２１万４,０

００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億５,６２８万７,０００円

とするものでございます。

続きまして、議案第８号平成２５年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ３０万６,０００

円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３,７５０万９,０００円とするも

のでございます。

以上、議案２号から議案第８号までの補正予算７件を一括提案を申し上げたいと存じま

す。

内容につきましては、副町長のほうから説明いたしますので、御審議のほど、よろしく

お願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第２号から議案第８号まで一括して説明をさ

せていただきます。
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まず、前段ですけれども、各会計ごとに事務事業の確定なり、確定見込みによりまして

減額の補正あるいは追加の補正、一部２６年度事業に係る、３月中に電算関係のシステム

改修をしなければならないということがありますので、それら新規事業に係るシステム改

修費も計上しておりますことを申し上げます。

それでは、議案第２号平成２５年度の陸別町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定

めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

繰越明許費の補正。

第２条、繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。

債務負担行為の補正。

第３条、債務負担行為の追加、変更は、「第３表債務負担行為補正」による。

地方債の補正。

第４条、地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、１７ページをお開きください。

２、歳出であります。一般会計の中で人件費、報酬、特別職に係る報酬と、それから共

済費が、人件費がございますが、これらについては給与費明細書３８ページ、３９ページ

にありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

１款議会費１項議会費１目議会費、補正額として１８２万円の減額であります。説明欄

にあるとおり、９節の旅費１４４万円の減額、１１節需用費２万９,０００円の減額、使

用料及び賃借料３５万１,０００円の減額。これらは、昨年の１０月１６日の台風２６号

による雪害の停電に伴いまして、被害が発生したということで、議会の視察が中止になっ

たということで、その分の減額となります。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、一般管理費では５９６万４,０００円の減

額となります。４節共済費４１１万９,０００円の減額。これは追加費用の負担率が下

がったことによりまして減額となります。９節の旅費２７万７,０００円の減額。これは

特別旅費ですけれども、研修旅費です。大きいものとしては、ラコーム町への派遣旅費、

それから冒険・体感ｉｎとうきょうへの職員の派遣、それらの減額が大きな要因となりま

す。１１節需用費６９万２,０００円の減額、消耗品費、これは事務用品の減額になりま

す。１３節委託料２２万６,０００円の減額、職員健康診断確定見込みによる減額が１６

万４,０００円。事務機器保守、パスポート発行機器の保守ですが、昨年の１０月からス

タートということで、保守管理の部分の減額となります。１９節負担金補助及び交付金６

５万円の減額。北海道自治体情報システム協議会の負担金であります。これは確定見込み

による減額となります。

２目文書広報費１３節委託料１３万８,０００円の減額。防災行政無線施設保守管理、
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これは確定見込みによる減額となります。

４目会計管理費１１節需用費６万８,０００円の減額。印刷製本費ですが、これは平成

２４年度の決算書印刷に係る確定による減額となります。

５目財産管理費、補正予算としては４億３,２５８万８,０００円の追加補正でありま

す。まず、９節旅費６万６,０００円の減額。これは普通旅費ですが、これはＴＶｈ中継

局整備に係る札幌での打ち合わせの回数が減ったということで減額となります。１３節委

託料２５７万６,０００円の減額。施設設備等改修２３４万３,０００円。これは光ケーブ

ル取りつけ、ＮＴＴ、北電の電柱立てかえの関係ですが、この確定見込みによる減額。地

籍図修正２３万３,０００円の減額。これは入札執行残となります。１５節工事請負費６

５８万２,０００円の補正。まず、建物建設等工事、テレビ中継局設置工事１６３万８,０

００円の減額。これはＴＶｈの中継局整備に係る工事請負費でありまして、入札による執

行残となります。それから建物解体９１１万２,０００円の追加であります。内訳として

は、まず共栄第１の旧教員住宅の解体工事の入札残が６万８,０００円。それから、先ほ

ど議決いただきました共栄第１の旧劇場の解体、これが９１８万円であります。その差し

引き９１１万２,０００円の追加となります。それから工作物解体撤去７９万８,０００円

の減額。これは旧ふるさと銀河線の第１４、第１５利別川橋梁２橋の撤去の関係ですが、

これも入札執行残となります。それから、次のページになります。通信基盤整備、これは

ＴＶｈ開局に伴う再送信設備工事９万４,０００円の減額。これも入札執行残となりま

す。それから、２４節の投資及び出資金２億円。これは備荒資金組合への出資金となりま

す。それから２５節積立金２億２,８６４万８,０００円。まず、ふるさと整備基金に２億

５１８万４,０００円の追加。いきいき産業支援基金積立金１,７５７万９,０００円。こ

れは優良家畜導入貸付金の繰上償還分です。ふるさと整備につきましては、寄附が１件１

万５,０００円と利子１万６,０００円を含んでおります。それから、ふるさと銀河線跡地

活用等振興基金積立金３,０００円。これは利子分になります。町有林整備基金５８８万

２,０００円。これは後から説明をさせていただきますけれども、歳入に出てきますが、

森林国営保険金が４６８万８,０００円。上利別の分収林の分収益１１９万４,０００円が

ございます。

なお、資料ナンバー２に基金の積立残高、年度末の見込み額の一覧がありますので、後

ほどごらんをいただきたいと思います。

６目町有林野管理費１１節需用費５万９,０００円の減額。これは確定見込みによるも

のであります。１３節委託料７万７,０００円。野そ駆除事業でありますが、これも事業

確定見込みによる減。１４節使用料及び賃借料１４万７,０００円の減額。これも事業確

定見込みによる減額となります。合わせて、同じように１６節原材料費２１万３,０００

も同様であります。それから公有財産購入費８９万４,０００円。土地購入費であります

が、これは資料のナンバー５をごらんいただきたいと思います。実は、町有林の拡大事業

として今年度も取り組みをしてきましたが、このたび札幌在住の方と土地面積が９万８,
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９８４平米、山林の状況、伐採跡地が４万８,９８４平米、アカエゾマツ３３年生が５万

平米と、今回購入の予定であります。予算書に戻っていただきまして、その購入費が８９

万４,０００円ということになります。議会の議決をいただきましたら、即札幌のほうに

出向いて売買契約等に進めていきたいというふうに思っております。

それから、７目企画費１節報酬９万４,０００円の減額。これは委員報酬、まちづくり

推進会議委員の報酬でありまして、確定見込みによる減額。８節の報償費６万９,０００

円の減額。まず、謝礼金の５万４,０００円の減額につきましては、昨年の９月８日に松

本零士さんが来町されました。そのときの謝礼金のうちの旅費相当分の減額となります。

それから次のページ、謝礼金等、これはまちづくり推進会議委員の視察取りやめに伴う１

万５,０００円の減額。９節旅費１７万２,０００円は、費用弁償、普通旅費等の確定見込

みによる減額となります。それから、１１節需用費５４万８,０００円の減額。燃料費２

９万５,０００円の減額。光熱水費２５万３,０００円の減額。これは移住体験住宅３戸の

燃料費、光熱水費にかかるものが主なものでございます。それから、１５節工事請負費８

万４,０００円。外構工事、これは恩根内の体験住宅の外構工事の入札執行残となりま

す。それから、１９節負担金補助及び交付金６６１万５,０００円の減額。負担金です

が、まず、通学定期差額補助事業２５０万２,０００円の減額。これは確定見込みによる

減額でありまして、当初北見１３人、足寄２５人、本別１３人、合わせて５１人を見てお

りましたけれども、見込みとして北見が９人、足寄が２４人、本別が同じ１３人というこ

とで、合計４６人、合わせてマイナス５人分の減額となります。補助金ですけれども、ま

ちづくり事業２９０万円の減額。それから、民間活用住宅建設事業１１０万円の減額。当

初では、世帯用と単身者用合わせて１,８９０万円を見ておりましたけれども、結果とし

て世帯用が１戸、単身者用が６戸で１,７８０万円の執行で終わったということで、１１

０万円の減額となります。それから交付金、サマーｉｎ陸別実行委員会１１万３,０００

円の減額。これは確定による減額となります。

９目交通安全対策費１節報酬６万円の減額。これは、交通安全指導員１名欠員になって

おりまして、その分の報酬の減額であります。

１２目銀河の森管理費１３節委託料１８万４,０００円の追加となりますが、次のペー

ジにありますが、天文台管理で１１万９,０００円の増。実は天文台の委託をしている銀

河コーポレーションの職員２名が、今月の３月３１日で２名退職されます。それに伴っ

て、４月１日から新しく採用した職員、４月１日から採用をスタートするわけですけれど

も、４月１日からですと引き継ぎがうまくいかないということと施設運営に支障を来すと

いうようなことがございますので、天文台の運営に係る、この２名の退職者からの引き継

ぎですとか施設の運営の仕方、業務などについて実際に今引き継ぎをして、４月１日から

天文台の仕事にスムーズに運営に入ってもらうと、そういった分で１１万９,０００円の

追加をしております。それからコテージ村管理６万５,０００円の増は、利用者がふえて

おりますので、それに伴う委託料の追加となります。
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１３目地域活性化推進費１２０万２,０００円の減額であります。まず、７節の賃金１

３万６,０００円の減額。これは確定見込みによる減額になります。それから９節の旅費

５５万４,０００円の減額。これも確定見込みによる減額。１２節役務費１０万４,０００

円の減額。これも確定見込みによる減額であります。１３節委託料２５万８,０００円の

減額。これは、まずミネラルウォーター製造、確定による１０万円の減額。３万本製造し

ておりますけれども、それらの確定に伴う減額であります。それから製品検査委託、これ

も確定による減額。１６節の原材料費１５万円。これも確定による減額となります。

２款総務費３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費１９節負担金補助及び交付

金４１万８,０００円の減額。これは北海道自治体情報システム協議会の負担金の減額で

ありまして、住基ネットサーバーの共同運用調達負担金であります。これは入札の執行残

による減額となります。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、まず８節の報償費３万５,０００円の

減額。謝礼金ですが、これは手話通訳と要約筆記者２名の分でありますけれども、対象者

がないということで減額となります。９節旅費４万４,０００円の減額。これは普通旅費

ですが、確定見込みによる減額。１１節需用費８万円の減額。印刷製本費です。これも確

定見込みによる減額。１２節役務費５万円の減額。手数料、主治医意見書料ですが、当初

１５件を見ておりましたけれども、見込みとして７件で８件分が落ちるということで、そ

の経費５万円であります。それから１３節委託料７万２,０００円の減額。これは８節と

同様でありますけれども、手話通訳者・要約筆記者の派遣ですが、これも対象者がないこ

とで減額となります。１９節負担金補助及び交付金４４万１,０００円の追加でありま

す。これは北海道自治体情報システム協議会への負担金でありますが、資料の３４の３を

お開きいただきたいと思います。資料の３４の３は臨時福祉給付金ということで、これは

国の補正予算でついた消費税の改正に伴う低所得者への給付措置ということになります。

詳細は後日説明させていただきますけれども、この下の表の７の費用のところがあります

が、これは全額国庫負担であります。この表で２５年度、２６年度とありますが、この１

９節負担金補助及び交付金、システム開発費４４万１,０００円とあります。これがこの

予算となります。実は、４月からもう業務がスタートするということで、３月中にシステ

ム改修をしなければスムーズな仕事が、業務が進まないということで、これらの開発費負

担金が４４万１,０００円であります。

では、予算書の２２ページへお戻りください。２０節扶助費７８２万円の減額。医療扶

助費ですが、まず重度心身障害者１００万円の増。子ども医療費については２２万円の

増。それから支援費でありますけれども、次のページになります。地域生活支援費４５万

５,０００円の減額。これは日常生活用具の給付等の事業でありまして、当初１２件を見

ておりましたけれども、１０件の見込みということでマイナス２件、４５万５,０００円

の減額となります。障害者訓練等給付費８５８万５,０００円の減額。これは利用者の減

に伴う減額となります。まず障害者の日中活動、当初２３名見ておりましたけれども、見
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込みとして２１名ということで２名の減。それから障害者共同生活援助、これは当初２１

名見ておりましたけれども、見込みとして１７名、４人の減。したがって、合わせて６名

の減額８５８万５,０００円となります。それから２８節繰出金６６９万６,０００円。こ

れは国民健康保険事業勘定特別会計への繰出金が８１２万４,０００円。介護保険事業特

別会計への繰出金１４２万８,０００円の減額。差し引き６６９万６,０００円の計上とな

ります。

２目老人福祉費７節賃金１８万１,０００円の減額。これは臨時事務職員の賃金であり

まして、これも確定見込みによる減額。１５節の工事請負費１４万１,０００円の減額。

外構工事、これは高齢者交流センターの外構工事の入札執行残となります。それから１８

節備品購入費１０万５,０００円の減額。事務用品、パソコン２台を計上しておりました

けれども、１台当たりの単価が下がったということで、２台分１０万５,０００円の減

額。２節の扶助費１２１万５,０００円の減額。老人福祉施設入所措置費でありますけれ

ども、これは町外の養護老人ホーム入所者の措置費でありまして、当初９名で、見込みと

しても９名で、人数としては同じですけれども、年度途中の入所・退所、それに伴う費用

の増減がございますので、それに伴う減額となります。

それから、３目後期高齢者医療費２８節繰出金３０万６,０００円の減額。これは後期

高齢者医療特別会計への繰出金の減額となります。

それから、２項児童福祉費１目児童福祉総務費１３節委託料７５万６,０００円の減

額。これは昨年の９月議会で補正させていただきました、子ども子育て支援事業計画の入

札執行残となります。

それから、２目児童福祉施設費１１節需用費３６万４,０００円の減額。消耗品費で３

６万４,０００円であります。これは保育所のボイラー２基の更新に伴いまして、当初計

上しておりました暖房の配管用の洗浄剤ですとか不凍液、これらについて事業を取りやめ

たということで、２６年度に先送りするということで、その減額が主なものであります。

次のページ、１３節委託料３万１,０００円の減額。施設設備改修、これはボイラー２基

更新に伴う入札執行残となります。１４節使用料及び賃借料８万４,０００円の減額。作

業用機械借り上げ料でありますが、これも確定による減額となります。

４款衛生費１項保健衛生費２目保健衛生施設費１３節委託料７万４,０００円の減額。

公衆浴場の委託料でありまして、入札の執行残７万４,０００円であります。

３目予防費２５７万７,０００円の減額。委託料であります。これはそれぞれ確定見込

みによる減額でありまして、各種健診事業で１６２万４,０００円の減額。予防接種で８

２万１,０００円の減額。療育指導者派遣で１３万２,０００円の減額となります。

４目環境衛生費７節賃金４万２,０００円。作業員賃金ですが、これは墓地の草刈り後

の草の運搬賃金、これも確定による減額。１１節需用費５万円の減額。これは火葬場の燃

料費の確定見込みによる減額。次のページ、１３節委託料３４万８,０００円の減額。墓

地周辺整備清掃、これは確定による減額。火葬業務の２９万４,０００円の減額。これは
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確定見込みによる減額となります。

それから、５目診療所費２８節繰出金、これは国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

への繰出金１,７４６万６,０００円の減額となります。

４款衛生費２項清掃費２目塵芥処理費１３節委託料１８万５,０００円の減額。これは

塵芥収集等業務の委託料でありますけれども、これも入札執行残となります。１９節負担

金補助及び交付金１９万６,０００円の減額。これは池北三町行政事務組合の負担金です

が、確定見込みによる減額となります。

それから、３項水道費２目水道費２８節繰出金３７１万１,０００円の減額。これは簡

易水道事業特別会計への繰出金の減額となります。

２６ページに行きます。５款労働費１項労働諸費２目緊急雇用対策費５４４万４,００

０円の減額となります。内訳として、７節賃金１１２万３,０００円の減額。これは臨時

事務職員の賃金でありますけれども、年度当初において、若年層の雇用対策ということで

２００人工分を計上しておりましたけれども、募集をしましたが応募者がなかったという

ことで全額の減額となります。１３節委託料４３２万１,０００円の減額。これは緊急雇

用対策事業でありまして、確定見込みによる減額４３２万１,０００円であります。当初

では１,８２８万６,８００円を計上しておりましたけれども、見込みとして１,３９６万

５,０００円の見込みということで、４３２万１,０００円を減額します。

それから、６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費１３節委託料、これは農地情報

管理システム整備事業６万３,０００円の減額ですが、これは入札の執行残となります。

それから１９節負担金補助及び交付金２万７,０００円の減額。これは補助金ですが、新

農業人育成事業で４５万８,０００円の減額。これは、当初予算では新農業人３名につい

て、経営自立補助金として、土地賃借料、固定資産税の償却資産分について予算をみてお

りましたけれども、土地賃借料、固定資産税償却資産分、それぞれ額が確定したことに

よって、その減額４５万８,０００円となります。それから陸別町農業近代化資金利子補

給事業５５万９,０００円の追加でありますけれども、これは昨年の１１月２７日に風雪

害、それから冷湿害等に伴いまして、それらに係る停電対策も含みますけれども、飼料等

の高騰もございます。それらの経営安定資金、運転資金を農協の農業近代化資金スーパー

Ｒ資金に１０号資金を創設しまして、基準金利３.９％、ＪＡが１.８５、町が１.５、受

益者０.５５で貸付金総額が２億５,０００万円。この貸付期限は今月の３月３１日までと

なっております。１２月末現在では、２６戸の方が利用されておりまして、１億４,５９

０万円の貸し付けを行っております。１０年償還、３年据え置きという償還になります

が、それの３月分までの利子補給分が５５万９,０００円となります。それと先月２１日

の新年度予算の概要説明のときもちょっと漏れがありまして、４号資金で、これはスー

パー資金ですけれども、農業機械整備資金、自然災害を起因とする理由で発電機を購入し

た場合に、限度額を適用しないで貸付利率０.５５で貸し付け実行期限を２７年の３月３

１日までとするという条項が１項加わっているということを報告させていただきます。そ
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れから次のページ、中山間直接支払い事業１２万８,０００円の減額。これは確定見込み

による減額となります。

それから、６目営農用水管理事業、需用費で８７万円の減額。これは第２トラリの浄水

場の電気料の減額。１３節委託料３０万９,０００円の減額。委託料、実施設計１１万５,

０００円の減額。これは道道津別陸別線の改良工事に伴う水道管移設に係る実施設計費の

入札執行残。水質検査１９万４,０００円の減額。これは上陸別、第２トラリ地区の検査

項目の見直しに伴う減額となります。１８節備品購入費１１万７,０００円の減額。管理

用備品、これは水道メーター器の購入の予算でありますが、確定見込みによる減額となり

ます。

それから、７目公共草地管理費、委託料で５万８,０００円の減額。これは農業用施設

維持管理でありますが、トラリ公共草地分であります。これは確定見込みによる減額。１

５節工事請負費４６万２,０００円の減額。トラリ公共草地の配電線路改修工事の入札執

行残４６万２,０００円の減額となります。

８目農畜産物加工研修センター管理費１２節役務費９万８,０００円の減額は、製品検

査確定による減額となります。１５節工事請負費９万円の減額。これはボイラー更新に伴

う入札執行残の９万円の減額となります。

２８ページ、２項林業費１目林業振興費７節賃金で１万１,０００円の減額。これは確

定見込みによる減額。９節旅費１万２,０００円の減額。１５節工事請負費１７７万３,０

００円の減額。治山工事、これは入札執行残になります。ただいま申し上げました賃金、

旅費、工事請負費につきましては、小規模治山事業上陸別地区の事業の確定による減額と

なります。それから、１９節負担金補助及び交付金１,０３６万５,０００円の減額。補助

金ですけれども、森林保護事業、野ネズミ駆除３５９万１,０００円の減額。この野ネズ

ミ駆除につきましては、補正予算も計上いたしまして２回実施したところでありますけれ

ども、２回目の分についても国の補助対象になったということで、町の補助金分が減額と

なるということになります。それから民有林造林促進事業５６０万３,０００円。未来に

つなぐ森づくり推進事業１１７万１,０００円。これはそれぞれ事業確定見込みによる減

額となります。

それから、２目狩猟費７節賃金１３５万９,０００円の減額。臨時作業員賃金、これは

有害鳥獣駆除の出動人数の減が主な要因であります。１２節役務費５万２,０００円の減

額。これは傷害保険、ハンター保険でありますけれども、当初３５人見ておりましたけれ

ども、２７人ということで、８名分の減額となります。

３目林道新設改良費１３節委託料３２６万９,０００円の減額。測量設計、林業専用道

の勲祢別線開設事業に係る測量設計費、入札執行残となります。１５節工事請負費２１１

万３,０００円の減額。まず、林道のり面補修工事、入札執行残１４万５,０００円の減

額。林道改良工事、これはポントマム川沿線ですが、入札執行残１９６万８,０００円の

減額となります。
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７款商工費１項商工費２目商工振興費、報償費１万３,０００円の減額。記念品であり

ます。これは商工優良従業員表彰でありますけれども、記念品ですが、当初３名分を計上

しておりましたけれども、２名に確定したということで１名分の減額。１９節負担金補助

及び交付金１万８,０００円の減額。しばれフェスティバル開催事業でありますが、これ

は電機連合友好２５周年記念のレセプション参加に係る旅費相当分の補助でありましたけ

れども、確定による減額１万８,０００円。

それから、４目公園費１３節委託料９万４,０００円の減額。施設等維持補修でありま

すが、これはイベントセンター研修室の床改修に係る入札執行残となります。

８款土木費２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費１１節需用費７４万６,０００

円の減額。修繕料、これは建設車両の修繕費の確定見込みによる減額。１３節委託料１１

万６,０００円の減額。道路台帳作成及び修正でありますが、入札執行残１１万６,０００

円の減額。１８節備品購入費１,０２３万７,０００円の減額。これは公用車ですが、除雪

ドーザ購入に係る入札執行残でありまして、昨日この車が納車されたところであります。

２目道路維持費１３節委託料１２８万６,０００円の減額。説明欄記載のとおり、それ

ぞれ入札による執行残となります。１５節工事請負費１４９万８,０００円の減額。これ

も説明欄にあるとおり、それぞれ入札執行残の減額となります。

３目橋りょう維持費１３節委託料１３５万円の減額。計画策定でありますが、これは橋

りょう長寿命化修繕計画、これの入札執行残となります。

それから、４目道路新設改良費１５節工事請負費３３７万円の減額。これは説明欄にあ

りますけれども、道路改良工事、これは新町４号通りでありますが、２７４万円の減額。

それから歩道改良は、新町８号通りの６３万円の減額。これはそれぞれ入札執行残となり

ます。

６目街路灯費１５節工事請負費４２万円の減額。街路灯改修ですが、これは駅前東通り

の入札執行残となります。

４項住宅費１目住宅管理費１５節工事請負費２２万２,０００円の減額。公営住宅改

修、これは新町団地公営住宅のＥ棟１号室と、それからつつじヶ丘団地の物置等の改修、

この入札執行残です。

２目住宅建設費１３節委託料７３万５,０００円の減額。これは計画策定ですが、陸別

町住生活基本計画及び公営住宅長寿命化計画の入札執行残。１５節工事請負費１５８万

３,０００円の減額。説明欄にあるとおり、それぞれ入札執行残となります。

それから次のページ、５項下水道費１目下水道費２８節繰出金、公共下水道特別会計へ

の繰出金２３６万１,０００円の減額。

９款消防費１項消防費１目消防費３１万５,０００円の減額。これは負担金でありまし

て、池北三町行政事務組合の確定見込みによる減額となります。

１０款教育費１項教育総務費１目教育委員会費９節旅費、これは費用弁償確定見込みに

よる減額９万８,０００円。
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２目事務局費１５節工事請負費２１万６,０００円の減額。これは教員住宅建設、ルナ

コートの横に１棟２戸を建設しましたが、その入札執行残２１万６,０００円です。それ

から１６節原材料費１万８,０００円の減額。これは教員住宅用でありますけれども、確

定見込みによる減額となります。２１節貸付金９０万円の減額。これは奨学資金でありま

すけれども、当初高校生３名、大学生５名、それを見ておりましたけれども、見込みとし

て高校生２名、大学生２名、高校生１名の減、大学生３名の減、合わせて９０万円の減額

となります。

それから、３目教育振興費８節報償費３２万７,０００円の減額。これは謝礼金です

が、これは児童芸術鑑賞の確定による減額となります。１３節委託料８万４,０００円。

療育指導者派遣８万４,０００円の減額。これも確定見込みによる減額となります。

それから、４目スクールバス運行管理費１８９万１,０００円の減額ですが、内訳とし

て１２節役務費９万１,０００円。これは手数料で車両検査費５万９,０００円の減額。そ

れから保険料が３万２,０００円の減額。それと１８節備品購入費、公用車１６３万９,０

００円の減額。１２節と１８節はスクールバス購入、西トマム線のバスを購入しましたけ

れども、それの確定による減額となります。それから１３節委託料１６万１,０００円の

減は、スクールバス運行、４路線の運行に係る委託料ですが、入札による執行残１６万

１,０００円の減額となります。

５目教育研究所費９節旅費５万５,０００円の減額。これは費用弁償です。それから１

１節需用費２万円の減額。これは食糧費。それぞれ９節、１１節とも確定見込みによる減

額となります。

１０款教育費２項小学校費１目学校管理費１３節委託料１０万８,０００円の減額。教

職員健康診断の確定見込みによる減額となります。

それから、２目教育振興費１３節委託料２８万４,０００円の減額。まず、施設周辺整

備３万２,０００円の減額。これは確定見込みによる減額です。それから、コンピュー

ター機器保守管理２５万２,０００円の減額。これはＷindowsＸＰからＷindows７に更新

したことによりまして、２５年度、２６年度の事業でありますけれども、パソコン更新が

１０月からになったということで、１０月から３月分、半年分の減額となります。２０節

扶助費８万円の減額。これは就学援助費ですが、確定見込みによる人数が減員になったと

いうことの減額。

３項中学校費２目教育振興費１３節委託料２５万２,０００円の減額。これは小学校費

と同様であります。それから２０節扶助費２８万円の減額。これも人数確定見込みによる

減額２８万円であります。

４項社会教育費１目社会教育総務費１節報酬１１万６,０００円の減額。これは社会教

育委員の報酬でありますけれども、確定見込みによる減額。７節の賃金１７万２,０００

円の減額。これは社会教育指導員に係る賃金ですが、確定見込みによる減額。８節報償費

４万１,０００円は、ことぶき学級分の確定見込みによる減額。９節の旅費２２万２,００
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０円の減額。費用弁償ですが、これは社会教育委員に係る費用弁償５万円の減額。海外研

の引率２名分の減額８万５,０００円。それから冒険・体感ｉｎとうきょう分、２名分８

万７,０００円の減額の内訳となります。１１節需用費３５万円の減額。消耗品費、食糧

費とも学童保育所に係る分でございます。確定見込みによるそれぞれの減額となります。

１４節使用料及び賃借料２万８,０００円の減額。携帯電話借上料２万８,０００円です

が、これは海外研引率者用でありまして、確定による減額。それから１９節負担金補助及

び交付金２０２万円の減額ですが、ことぶき学級参加事業、これは確定見込みによる減

額。中学生等海外派遣研修事業１８８万７,０００円の減額。中学生の海外研につきまし

ては、当初２０名を見ておりましたけれども、参加者が１４名と、６名の減員でありま

す。それと１人当たりの単価も下がっておりますので、合わせて１８８万７,０００円の

減額。冒険・体感ｉｎとうきょう実行委員会８万２,０００円の減額。これも当初１９名

を見ておりましたけれども、参加者が１７名ということで２名の減員、それに伴う８万

２,０００円の減額となります。

２目公民館費１３節委託料１１万７,０００円の減額。これは施設管理、これも入札執

行残による減額。

３目文化財保護費８節報償費２万１,０００円の減額。これは記念品の確定見込みによ

る減額。それから９節旅費３万４,０００円の減額。これも確定見込みによる減額となり

ます。

５項保健体育費１目保健体育総務費１節報酬４万７,０００円の減額。これは委員報

酬、スポーツ推進委員分でありますけれども、８名分計上しておりましたけれども、１名

の欠員がありました。その欠員分の４万７,０００円の減額。それから８節報償費１０万

１,０００円の減額。スポーツ教室開催に係る確定見込みによる減額。それから９節旅費

３万５,０００円の減額。スポーツ推進委員の研修会の欠席に係る減額。１１節需用費３

万円、食糧費、旅費と同様であります。１９節負担金補助及び交付金３万１,０００円の

減額。これは町民スポーツレク大会開催事業で、これは確定による減額。

２目体育施設費、需用費で１０万円の減額。これは光熱水費ですが、各体育施設の確定

見込みによる減額となります。１３節委託料９万４,０００円の減額。これは体育施設、

スケートリンクの委託料ですが、入札による執行残となります。それから３７ページ、１

４節使用料及び賃借料、作業用機械借り上げ料５万２,０００円の減額。これはテニス

コート転圧ローラー用でありましたけれども、例年ですけれども、建設業協会の方がボラ

ンティアで実施していただいているということで減額となります。

１２款公債費１項公債費１目元金２３節償還金利子及び割引料で地方債元利償還金３６

万円の減額。これは理由が二つございまして、まず一つは、平成２４年度借り入れ分の予

算計上額に違算がございまして、その金額が５１万円ほど減額となります。それから二つ

目が平成１４年度に借り入れをしました臨時財政対策債、減税補填債、この２本ですが、

１０年目にちょうどなりまして、利率の見直しによりまして、当初０.６％が０.４％に下
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がったということがあります。それに伴いまして、この二つの起債は元利償還、均等償還

でありますので、利率が下がったことによって、その分元金がふえると、そういったこと

で、そのふえた分が１４万９,４７１円。先ほどの違算による減額５１万円と差し引きし

まして、３６万５２９円の減額ということになります。

２目利子２３節償還金利子及び割引料３１９万８,０００円の減額ですが、これは利子

分でありまして、２４年度借り上げ分の起債につきまして、当初予算計上時に率を高く見

て予算を計上しておりました。５月に借り入れするわけですが、その時点で利率が下がっ

たということで、その差額分が減額となると。したがって、３１９万８,０００円の減額

ということになります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、９ページ。

○議長（宮川 寛君） １１時３０分まで休憩いたします。

休憩 午前１１時１５分

再開 午前１１時３０分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、引き続き説明をさせていただきます。

歳入、９ページであります。

１歳入。

９款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税、既定額２２億１,９０９万１,０００

円。これは専決処分で補正後の額となります。今回３億１,１０５万５,０００円を追加し

ておりまして、補正後の額が２５億３,０１４万６,０００円となります。当初確定した額

は普通交付税ですけれども、２３億４,８３６万５,０００円でありましたけれども、実は

この２３億４,８３６万５,０００円は、昨年決定時に全国一律の調整率によって１７８万

１,０００円ほど減額をされておりましたけれども、今回国の予算におきまして、２月１

７日に決定されましたけれども、その調整率分が全額復活されました。１７８万１,００

０円ほどです。それによって確定額が２３億５,０１４万６,０００円となります。差し引

き３億１,１０５万５,０００円を追加をするという内容になります。

それから、１２款使用料及び賃借料、これ以下、国、道の補助金等まで各事務事業の確

定なり確定見込みによる減額、あるいは追加の補正が主な要因となります。

１項使用料１目総務使用料５目銀河の森宇宙地球科学館等使用料、コテージの使用料４

７万３,０００円の追加であります。これは利用増に伴うものであります。４目農林水産

使用料２節営農用水使用料３０万円の減額。これは確定見込みによる減額。７目教育使用

料２節資料館使用料２万４,０００円。関資料館の入館料ですが、入館者の増に伴いまし

て２万４,０００円ほど追加をするということ。それから３節の学童保育所使用料９３万

８,０００円の減額。これは学童保育所の使用料ですが、当初２０人を見ておりましたけ

れども、見込みとして１０名ということで、１０人分の減額９３万８,０００円でありま



― 22 ―

す。

それから１３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金１節社会福祉費負担金４２

８万２,０００円の減額。これは障害者訓練等給付費負担金でありまして、２分の１分、

障害者の日常生活用具、それから障害者の共同生活援助、歳出で減額しましたけれども、

それに係る分の減額４２８万２,０００円となります。

それから、２項国庫補助金１目総務費補助金１節総務管理費補助金１５万７,０００円

の減額。無線システム普及支援事業費補助金でありますが、これはＴＶｈの中継局整備に

係る補助金の減額。２目民生費補助金１節社会福祉費補助金１６万１,０００円の追加で

あります。地域生活支援事業費補助金２分の１分２８万円の減額。それと先ほど歳出で説

明しました臨時福祉給付金の事務費補助金４４万１,０００円の追加であります。それか

ら３目土木費補助金１節道路橋りょう費補助金３３２万５,０００円の減額。建設機械、

これはショベルドーザですけれども、入札による減２８０万円。それから橋りょう長寿命

化の確定による入札残５２万５,０００円の減額。それから２節住宅費補助金１６７万６,

０００円。社会資本整備総合交付金ですが、これは公営住宅建設事業に係る交付率が４５

％から５０％に、５％伸びたことによって１６７万６,０００円の追加となります。それ

から、４目教育費補助金１節教育総務費補助金５４万７,０００円。学校施設環境改善交

付金、これは教員住宅建設に係る追加交付分５４万７,０００円の追加。３節中学校費補

助金１０万５,０００円の追加は、理科教育設備整備費等補助金、これは教材用備品で、

鉱物、顕微鏡などを購入することによって、２１万円を限度として、その２分の１、１０

万５,０００円の補助となります。

それから次のページ、１４款道支出金１項道負担金１目民生費負担金１節社会福祉費負

担金２１４万１,０００円の減額。これは国の負担金と同様に４分の１分、２１４万１,０

００円の減額であります。障害者日常生活用具、障害者の共同生活援助分であります。

それから、２項道補助金１目民生費補助金１節社会福祉費補助金１４万円の減額。これ

も地域生活支援事業費補助金で４分の１分、これは国と同様の内容の事業であります。そ

れから、２節児童福祉費補助金７５万６,０００円の減額。これは子育て支援対策事業費

補助金でありまして、子ども子育て支援事業計画策定に係る補助金の減額であります。そ

れから４目農林水産業費補助金１節農業費補助金１８万７,０００円の減額。農業委員会

活動促進事業補助金２９万３,０００円の追加。中山間地域直接支払事業補助金について

は、確定見込みによる減額４８万円。それから、２節林業費補助金１４９万１,０００円

の減額は、説明欄に記載の各事業に係る確定見込み、あるいは確定による減額、あるいは

追加となります。次のページ、５目商工費補助金１節消費者対策費補助金４２万５,００

０円。これは追加交付分であります。地方消費者行政活性化交付金。

３項委託金２目衛生費委託金１節保健衛生費委託金、浄化槽設置届出事務委託金１０件

分１万９,０００円の追加。

１５款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入２節通信設備貸付収入３２万９,０
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００円。これは光ファイバー網の貸し付け収入でありまして、ＮＴＴから入ってくるもの

でありますけれども、当初は３９７件見ておりましたけれども、現在４２０件ということ

で、２３件ほどふえております。それに係る貸付収入３２万９,０００円の追加。２目利

子及び配当金１節利子及び配当金８万３,０００円。これは説明欄に記載の各基金の利子

の計上であります。

２項財産売払収入２目物品売払収入１節生産物売払収入２９９万６,０００円の減額。

これは町有林立木売払収入の減でありますけれども、実は当初トラリ公共草地内の１５ヘ

クタールを１０月に実施する予定で進めておりましたけれども、１０月１６日の台風被害

によりまして、雪害による倒木ですとか幹折れなどが発生しております。それらが全町的

に広がっておりますため、その被害調査に時間がかかったということで、今年度見送りし

まして、２６年度以降に事業を実施したいということで減額をしております。

それから、１６款寄附金１項寄附金２目指定寄付金１節総務費寄附金１万５,０００

円。これはふるさと整備資金で、寄附１件であります。

１７款繰入金１項基金繰入金４００万円の減額。これは各事業の確定により各基金へ戻

すことになりますけれども、１目ふるさと整備基金繰入金２００万円の減額。これは加工

センターの改修工事に係る事業確定による減額。それから３目ふるさと銀河線跡地活用等

振興基金繰入金１００万円の減額。これは旧鉄道林整備事業に充当ですけれども、これは

町有林です。事業確定によりまして１００万円の減額。それから４目町有林整備基金繰入

金、これも１００万円の減額です。これは町有林野事業に充当ですけれども、事業確定見

込みによる減額となります。

１８款繰越金１項繰越金１目繰越金、前年度繰越金ですが、２,０５５万６,０００円の

計上。これで全額計上となります。

１９款諸収入３項貸付金元利収入１目家畜導入貸付金収入１節家畜導入貸付金収入で、

優良家畜導入貸付金の償還金でして、繰上償還分１,７５１万２,０００円であります。こ

れはいきいき産業支援基金に積み立てとなります。３目奨学資金貸付金収入、奨学資金の

償還金でありますけれども、３７万４,０００円の減額ですが、当初予算の計上に違算が

ございまして、その分３７万４,０００円の減額となります。

４項受託事業収入１目農業費受託事業収入、第２トラリ地区の監督補助分の事業確定に

よる減額、１９万５,０００円の減額です。

５項雑入３目雑入５節雑入で７１８万６,０００円の追加ですけれども、まず建物災害

共済金１７万３,０００円の減額。これは歳出でもありましたけれども、新町団地Ｅ棟１

号室の火災、ぼやに係る建物共済金の確定による入札執行残の減額。森林保険４６８万

８,０００円。これは作集町有林の平成２４年の寒風被害による保険金４６８万８,０００

円。それからその下の立木等売払分収益、これは上利別分収林の造林に係る分の分収益で

して、１１９万３,０００円。この森林保険と、今言いました分収益については、町有林

の基金に積み立てをしております。歳出のほうで予算を見ております。それから市町村振
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興協会助成金２０万円の減額。これは当初ふるさと銀河線まつりで１００万円の計上をし

ておりましたけれども、事業確定に伴いまして８０万円に確定したということで２０万円

の減額。重度心身障害者等医療費高額療養費、これは医療費の増に伴いまして１１２万円

の追加補正。健康診査等個人負担金、確定見込みによる減額、３８万円の減額。ニトリ北

海道応援基金助成金３万円の減額。これは町有林の町民植樹祭の苗木代に充当するのです

が、その確定によって減額となります。それから保険料払戻金１７万８,０００円の増。

これは作集町有林に係る保険金の払戻金となります。ミネラルウォーター売り払い代金２

９万５,０００円の追加になります。当初３,０００本を見ておりましたけれども、現在

７,２２４本の販売があるということで、その差額２９万５,０００円の追加補正。後期高

齢者医療長寿健康増進事業補助金４万円の減額は、肺炎球菌ワクチンを２０人分見ており

ましたけれども、１０人に確定したということで１０名の減、その分が４万円の減額とな

ります。

２０款町債１項町債１目総務債、デジタルテレビ中継局の整備事業１０万円の減額。２

目農林水産業債２節林業債、小規模治山事業、これは上陸別地区ですけれども、３０万円

の減額。３目土木債１節道路橋りょう債１,２３０万円の減額。雪寒機械で６６０万円の

減額。町道新町８号通りで２０万円の減額。町道新町４号通りで５５０万円の減額。５目

教育債２節学校教育施設整備債１７０万円の減額。スクールバス購入事業となります。こ

れらは、全て各事業の確定による減額となります。

それでは、予算書６ページのほうにお戻りください。予算書６ページです。

第２表、繰越明許費補正、追加であります。

２款総務費１項総務管理費、町有建物解体事業、これは専決処分でありました共栄第１

の旧劇場の解体費用９１８万円であります。

６款農林水産業費１項農業費、営農用水管理費、道営担い手畑地帯総合整備事業、これ

は第２トラリ地区の単独営農用水でありますが、２２５万５,０００円。この第２トラリ

地区については、資料８に明許費関係事業一覧を載せておりますので、後ほどごらんをい

ただきたいと思います。

第３表、債務負担行為の補正、追加であります。

まず、平成２５年度陸別町農業近代化資金、１０号資金であります。これは２６年度か

ら３４年度まで、限度額が１,１６１万１,０００円。それからその下、庁舎警備・清掃業

務、期間は平成２６年度から２６年度、１,３３８万８,０００円。この庁舎警備・清掃業

務から次の７ページの上段、陸別町体育施設委託業務までは、４月１日からの業務開始に

伴う債務負担行為の補正ということになります。

債務負担行為の変更ですが、戸籍電算化事業負担金、補正前が２６年度、限度額が３,

３７０万５,０００円、補正後が、期間は変わりませんが、３,４１６万６,０００円と４

６万１,０００円ほどふえております。これは資料６をお開きください。

資料６は、戸籍電算化事業の債務負担行為限度額の変更に係る資料でございまして、２
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５年度当初においては、３,３７０万５,０００円の議決をいただきましたけれども、ただ

いま説明した、今回４６万１,０００円増の３,４１６万６,０００円の限度額の変更とな

ります。変更の理由としては、消費税率の引き上げに伴うものでありまして、消費税法の

経過措置により、下記の取り扱いになります。

まず、経過措置の内容ですけれども、請負工事等につきましては、平成２５年９月３０

日以前の契約である場合は、新年度においても５％の適用があると。これは事業内訳の項

目でいきますとデータセットアップ費です。それから星印で導入諸経費、設置調整の役務

ということであります。それから資産の貸し付け、これはことしの２６年４月１日前の納

品ではないため、ソフトの使用料も含みますけれども、これらについては８％が適用され

ると。これはハード・ソフト分になります。それで、この下の表になります。左側に２５

年度（当初）内訳１とありますが、２６年度分では、データセットアップ費として５％適

用で１,０２９万円。ハード・ソフトで、２６年度分として、ここに導入諸経費、設置調

整の役務６９５万円というのがあります。これを含めて２,３４１万５,０００円で予定を

しておりました。合わせて３,３７０万５,０００円の限度額でありましたけれども、この

矢印のあるとおり、この２５年度の説明内訳の２の導入諸経費６９５万円をデータセット

アップ費のほうに移行しました。それによって、データセットアップ費が５％適用ですの

で１,７５８万７,５００円。それから、ハード・ソフト費のほうが６９５万円が減額にな

りまして１,６５７万８,０００円で、これは８％の適用になると。それでＡとＢを足した

３,４１６万５,５００円の経費ということで、差し引き４６万１,０００円増の３,４１６

万６,０００円の限度額に変更ということになります。これは、一応昨年の９月３０日以

前の契約の関係と、これは全部そういうふうになっておりますので、こういう経過措置で

移行になるということであります。

それでは、予算書８ページにお戻りください。８ページは、第４表、地方債補正であり

ます。これは変更であります。

起債の目的、補正前、補正後とあります。

まず、一般単独事業（防災対策事業）上陸別地区小規模治山事業、これについては、７

２０万円の限度額で、補正後は６９０万円、３０万円の減額となります。辺地対策事業、

これについては第２トラリは変更ございませんが、スクールバス購入事業１,７２０万円

が１,５５０万円に変更になりまして、１７０万円ほど落ちて、限度額が５,０２０万円か

ら４,８５０万円に補正と。過疎対策事業ですが、限度額２億１０万円、補正後が１億８,

７７０万円ですけれども、まず過疎地域自立促進特別事業は変更ございません。地上デジ

タルテレビ中継局整備事業７８０万円が１０万円減額の７７０万円。それから、一つ飛ん

で建設機械（雪寒機械）１,４００万円が６６０万円減額の７４０万円。町道新町８号通

り９００万円が２０万円減額の８８０万円。町道新町４号通り１,６７０万円が５５０万

円の減額で１,１２０万円となります。一般会計総額は補正前が２億５,７５０万円でした

けれども、補正後におきましては２億４,３１０万円、１,４４０万円の減額となる補正で
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あります。

以上で議案第２号を終わりまして、次に議案第３号の説明に移ります。

議案第３号平成２５年度陸別町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第４号）

は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

事項別明細書、歳出、９ページをお開きください。歳出９ページになります。

２、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費９節旅費では９万６,０００円の減額。これ

は確定見込み。１３節委託料９９万８,０００円の追加ですが、これは共同電算業務であ

りまして、ＷindowsＸＰからＷindows７に対応するということでの追加の補正となりま

す。１９節負担金補助及び交付金３５万１,０００円の追加。これは北海道情報システム

協議会への負担金の追加でありますけれども、２６年４月から制度改正に伴う負担金の追

加であります。現在国で予算を、国会で議論しておりますけれども、２６年４月から７０

歳から７４歳までの医療費の一部負担金の見直しがあります。それから、２点目が旧被扶

養者に係る条例減免の改正。これは昨年５月の臨時会で条例を改正しておりますけれど

も、それに係る分。３点目が保険基盤安定負担金算出に係る低所得者軽減対象世帯数の調

査表、それらのシステム改修に係る負担金となります。２５節積立金６,０００円。これ

は基金の利子分であります。３項運営協議会費１目運営協議会費１節報酬８万２,０００

円の減額。９節旅費３万９,０００円の減額。これはそれぞれ確定見込みによる減額。

２款保険給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費１,０００万円の追加であり

ます。療養給付費１,０００万円の追加、これは医療費の増が見込まれまして、１,０００

万円ほど不足するということでの追加の補正となります。２目退職被保険者等療養給付

費、これは４５０万円の減額の見込み。３目一般被保険者療養費、これは医療費増に伴っ

て療養費１０万円の追加となります。それから、２項高額療養費１目一般被保険者高額療

養費３５０万円の追加。これも高額療養費の増の見込みであります。それから２目退職被

保険者等高額療養費、これは退職者の高額療養費の減額に伴う９０万円の減額。

７款共同事業拠出金１項共同事業拠出金１目高額医療費拠出金、これは負担金ですけれ

ども、これは国保連通知に基づく確定の減２０９万８,０００円。３目保険財政共同安定

化事業拠出金、負担金ですけれども、これも国保連からの通知に基づく１９１万１,００

０円の減額となります。

８款保健事業費２項保健事業費１目保健事業費１３節委託料１２万２,０００円の減

額。これは健診の減額でありまして、インフルエンザに係るものでして、当初２００人見

ておりましたけれども、１５１人の実施ということで、４９人分の減額１２万２,０００

円。１９節負担金補助及び交付金、インフルエンザ予防接種助成金。これは償還払いで
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す。１０人見ておりましたけれども、６人の実施ということで、４人分の減額１万６,０

００円。

９款諸支出金３項繰出金１目直営診療施設勘定繰出金、直診会計への繰出金６９３万

４,０００円の追加であります。これはへき地診療所運営費ですとか施設整備に係る分。

この財源については、国、道からの特別調整交付金が充当されます。

１３ページに、報酬に係る給与費明細書を添付しておりますので、後ほどごらんをいた

だきたいと思います。

以上で歳出を終わりまして、歳入、４ページをお開きください。

１、歳入。

１款国民健康保険税１項国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税、１節現年課

税分３２万７,０００円の減額。これは説明欄にある記載のとおり、それぞれ確定見込み

による減額。２節滞納繰越分７４万８,０００円の追加補正。これは説明欄にあるとお

り、それぞれ確定見込みによる追加の補正となります。２目退職被保険者等国民健康保険

税１節現年課税分１２３万３,０００円の減額。説明欄に記載の各医療費に係る確定見込

みによる減額なり追加の補正となります。２節の滞納繰越分８,０００円の増。これは退

職被保険者医療分、それから高齢者支援分の確定見込みによる追加８,０００円でありま

す。

２款国庫支出金１項国庫負担金１目療養給付費等負担金１節現年度分１,０６９万２,０

００円。療養給付費等負担金、これは確定見込みによる増となります。２目の高額医療費

共同事業負担金１節高額医療費共同事業負担金５２万４,０００円の減額。これは確定見

込みによる減額となります。２項国庫補助金１目財政調整交付金１節財政調整交付金２０

３万６,０００円の追加。普通調整交付金については、確定見込みによる４４０万１,００

０円の減額。特別調整交付金については、確定見込みによる増でありまして、６４３万

７,０００円。これは全額直診会計への繰り出しとなります。２目高齢者医療制度円滑運

営事業補助金１節高齢者医療制度円滑運営事業補助金１万３,０００円の追加。これは高

齢受給者証再交付に係る補助金であります。

３款療養給付費交付金１項療養給付費交付金１目療養給付費交付金、現年分２５８万

２,０００円の減額。これは確定見込みによる減額。

５款道支出金１項道負担金１目高額医療費共同事業負担金、これも確定見込みによる減

額５２万４,０００円になります。２項道補助金１目財政調整交付金１節財政調整交付金

ですが、確定見込みによる増６１９万７,０００円です。このうち、４９万７,０００円

は、施設整備分として直診会計への繰出金の財源となります。

６款共同事業交付金１項共同事業交付金１目共同事業交付金、これは確定見込みによる

７１７万５,０００円の減額。２目保険財政共同安定化事業交付金、これも確定見込みに

よる減額６４５万６,０００円。

７款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金、これは国民健康保険基金の利子
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６,０００円の追加です。

８款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金、その他一般会計繰入金８１２万４,

０００円。これは財政対策分となります。

次のページ、９款繰越金１項繰越金１目繰越金、前年度繰越金２７４万円の計上。これ

で全額計上となります。

１０款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目一般被保険者延滞金１節一般被保険者延滞

金、国保税の延滞金３８万２,０００円の計上であります。

以上で議案第３号の説明を終わります。

○議長（宮川 寛君） 昼食のため、午後１時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時０１分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 続けて説明をさせていただきます。

議案第４号平成２５年度陸別町の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第

４号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及

び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

説明資料ナンバー９に収入見込み調書がありますので、後ほどごらんをいただきたいと

思います。

それでは、事項別明細書、歳出、８ページをお開きください。

２、歳出。

２款医業費２項給食費１目給食器具費１８節備品購入費、管理用備品８万６,０００円

ですけれども、実は給食用の備品を故障によりまして更新するという内容でありまして、

まず一つは、平成１６年８月に購入した給食用の電気ポットが１台。それから平成１４年

３月に購入した給食用の炊飯器、これはおかゆ用ですけれども、その１台。それから、２

３年１２月に購入した通常の炊飯器１台ですけれども、この３台が故障によりまして支障

を来しておりますので、更新をするという内容の予算８万６,０００円であります。

では、歳入の５ページをお開きください。

１、歳入。

１款診療収入１項入院収入。入院収入は、全体で３１０万円の減額の見込みでありま

す。これは確定見込みによる減額となります。１目国民健康保険診療報酬収入では２０万
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円の減額。２目社会保険診療報酬収入では５０万円の追加の補正。３目後期高齢者診療報

酬収入では３１０万円の減額。４目一部負担金収入では２０万円の減額。６目その他の診

療報酬収入では１０万円の減額の内訳となります。

２項の外来収入でありますけれども、４５０万円の追加補正、確定見込みによる補正と

なります。２目社会保険診療報酬収入では８０万円の減額。３目後期高齢者診療報酬収入

では３４０万円の追加の補正。５目一部負担金収入では２８０万円の追加の補正。６目そ

の他の診療報酬収入では９０万円の減額の補正となります。

３項その他診療収入、これは１４０万円の減額となります。確定見込みによる減額であ

ります。１目諸検査等収入で事業所健診で１００万円の減額、予防接種等収入で４０万円

の減額であります。

３款道支出金１項道補助金１目総務費補助金１節施設管理費補助金、へき地診療所施設

整備事業補助金の減額１２万１,０００円であります。これは内視鏡殺菌器、その購入の

確定による減額となります。

５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１,７４６万６,０００円の減額。内訳

としては、医療機器等整備分で７２万２,０００円の減額、財政対策分で１,６７４万４,

０００円の減額。２目国保事業勘定特別会計繰入金６９３万４,０００円ですが、へき地

診療所運営費分で６４７万４,０００円、医療機器整備分で４６万円の補正となります。

６款繰越金１項繰越金１目繰越金で前年度繰越金１,０７３万９,０００円の補正。これ

で全額計上となります。

以上で歳入を終わりまして、予算書４ページをお開きください。

４ページは、第２表、債務負担行為でありまして、診療所清掃等委託業務、それから医

療事務委託業務、限度額が３２３万４,０００円、１,２９９万３,０００円。期間は２６

年度。これは４月１日からの業務開始に伴う債務負担行為となります。

以上で、議案第４号の説明を終わりまして、次に議案第５号の説明に移ります。

議案第５号平成２５年度陸別町の簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、７ページをお開きください。

２、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費、１９節負担金補助及び交付金で４０万６,

０００円の補正であります。これは自治体情報システム協議会の負担金でありますけれど

も、４月１日からの消費税、５％から８％の引き上げに伴いまして、水道管理システム、
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ハンディターミナルのシステム改修が必要になりますので、その負担金となります。２７

節公課費２万５,０００円の減額。消費税の減額であります。これは、まず２４年度分の

確定による減額１万７,２００円、それから２５年度分の中間納付に係る確定見込みの減

額８,７００円で、合わせて２万５,９００円の減額。１,０００円単位ですから、切り下

げで２万５,０００円の減額となります。

２款施設費１項施設管理費１目施設維持費１３節委託料６５万６,０００円は、水道

メーター取りかえ、それから水質検査、水道メーターは確定見込みによる減額３９万４,

０００円。水質検査は、検査項目見直しによる減額２６万２,０００円であります。１８

節備品購入費５９万８,０００円の減額は、水道メーター器の購入確定見込みによる減額

となります。２目施設新設改良費１３節委託料１０万円の減額。これは調査設計、配水管

整備に係る確定による減額。１５節工事請負費１６９万４,０００円の減額。これは配水

管布設がえ、確定による減額であります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、５ページをお開きください。

１、歳入。

１款使用料及び手数料１項使用料１目水道使用料、これは確定見込みによる減額９０万

円であります。２項手数料１目水道手数料１節設計手数料ですが、２万８,０００円の追

加補正。内訳としては新設工事審査手数料、これは当初５件だったのですが、７件で２件

増の１万６,０００円。それから、その他工事審査手数料、当初５件だったのですが８

件、３件増の１万２,０００円の補正となります。

３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金３７１万１,０００円の減額。建設改

良分で１９万７,０００円の追加補正。高料金対策、財政対策分が確定見込みによる減

額。高料金対策分が１４３万３,０００円の減額、財政対策分が２４７万５,０００円の減

額。

４款繰越金１項繰越金１目繰越金１節前年度繰越金３５４万１,０００円の計上です。

これで全額計上となります。

５款諸収入１項雑入１目雑入１節雑入で１７万５,０００円の補正。これは下水道料金

事務負担金、これは下水道特別会計からの負担金になります。システム改修に係る負担金

１７万５,０００円です。

６款町債１項町債１目簡易水道事業債１８０万円の減額。これは配水管整備事業確定に

伴う減額となります。

以上で歳入を終わりまして、予算書４ページをお開きください。

４ページは、第２表、地方債補正でありまして、変更であります。

起債の目的、過疎対策事業、配水管整備事業８８０万円。これは補正前です。簡易水道

事業債、配水管整備で同額の８８０万円。次に補正後の限度額、まず過疎対策事業の配水

管整備事業１５０万円、７３０万円の減額。簡易水道事業債、これについては５５０万円

増の１,４３０万円となります。これはそれぞれ事業確定に伴いして、起債の確定見込み
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による補正となります。補正前の合計額が１,７６０万円でして、補正後が１,５８０万

円、１８０万円の減額となります。

以上で議案第５号を終わりまして、次に第６号に移ります。

議案第６号平成２５年度陸別町の公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に

定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間、

及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

地方債の補正。

第３条、地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、６ページをお開きください。

２、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１９節負担金補助及び交付金１７万５,００

０円。これは簡水で説明しましたけれども、簡水会計への負担金であります。システム改

修に係る負担金。

２款施設費１項施設管理費１目施設維持費、委託料で１６６万１,０００円の減額。こ

れは説明欄にあるとおり、浄化センター管理、管渠清掃、施設移転等それぞれ入札の執行

残１１９万７,０００円、１２万６,０００円、３３万８,０００円のそれぞれの減額とな

ります。

３款事業費１項下水道整備費１目下水道建設費１３節委託料１６１万３,０００円の減

額。これは内訳としては、実施設計、地質調査、基本計画策定。実施設計については、元

町の実施設計１９万７,０００円の減額。地質調査も同じく入札執行残１５万９,０００

円。基本計画、１３５万７,０００円の減額。これは長寿命化計画の減額になります。１

５節工事請負費２８万９,０００円の減額。汚水管渠新設、これは元町分でありまして、

入札執行残１３万２,０００円。それから汚水枡の設置等附帯工事、これも入札執行残１

５万７,０００円の減額であります。

以上で歳出終わりまして、歳入、５ページをお開きください。

１、歳入。

３款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道事業補助金３５７万３,０００円の追加補正

であります。特定環境保全公共下水道事業補助金でありまして、まずは、長寿命化計画で

６７万８,７５０円の減額、元町の分で５５９万５,０００円の追加補正、差し引き３５７

万３,０００円の追加補正となります。

４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金、財政対策分で２３６万１,０００円
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の減額。

７款町債１項町債１目下水道事業債、特定環境保全公共下水道事業、これも事業確定見

込みによる減額４６０万円であります。

以上で歳入を終わりまして、予算書４ページをお開きください。

４ページは、第２表債務負担行為と第３表地方債補正でありまして、まず第２表債務負

担行為、陸別浄化センター維持委託業務、期間は２６年度で限度額が２,８８７万４,００

０円。これは４月１日からの業務開始に伴う債務負担行為となります。第３表地方債補

正、これは変更でありまして、起債の目的、過疎対策事業、特定環境保全公共下水道事業

６８０万円、下水道事業の特定環境保全公共下水道事業６８０万円の同額、合わせて１,

３６０万円を見ておりましたけれども、事業確定見込みによりまして、補正後、過疎対策

事業の分が９０万円、約５９０万円の減額。それから下水道事業の特定環境保全事業が８

１０万円、１３０万円の増額。合わせて、補正後は９００万円の限度額、補正前が１,３

６０万円の限度額ですから、４６０万円の減額で、補正後９００万円の限度額となりま

す。

以上で議案第６号の説明を終わりまして、次に議案第７号の説明に移ります。

議案第７号平成２５年度陸別町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）は次に

定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

資料ナンバー１０に歳入歳出所要額一覧がありますので、後ほどごらんをいただきたい

と思います。

それでは、事項別明細書、歳出、７ページをお開きください。

２、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１９節負担金補助及び交付金２５万２,００

０円の補正でありますが、これも自治体情報システム協議会の負担金でありまして、内容

としては、平成２６年度から介護報酬の改正がございます。その改正に伴うシステム改修

費の負担金であります。

２款保険給付費、保険給付費につきましては、それぞれ確定見込みによる減額あるいは

追加補正予算の内容となります。１項介護サービス等諸費１目居宅介護サービス給付費１

９節負担金補助及び交付金で７６０万円の減額。居宅介護サービス給付費でありますけれ

ども、当初延べ人員で３２４名を見ておりましたけれども、見込みとして２４８名という

ことで、延べ人員７６名の減員に伴う減額補正であります。

３目施設介護サービス給付費１９節負担金補助及び交付金の１５０万円の追加。施設介

護サービス給付費でありまして、これはしらかば苑に関係する分ですけれども、当初延べ

人員で２８５人を見ておりましたけれども、見込みとして３３７名が見込まれるというこ
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とで５２名分の増、１５０万円の追加補正であります。

２項介護予防サービス等諸費１目介護予防サービス給付費１９節負担金補助及び交付金

で６３０万円の減額。これは居宅介護サービス給付費でありまして、当初延べ人員で８１

名を見ておりましたけれども、見込みとして４８名に落ちるということで３３名の減員、

６３０万円の減額。

２目介護予防サービス計画給付費１９節負担金補助及び交付金２５万円の減額ですが、

居宅介護サービス計画給付費でありまして、当初２２３名を見ておりましたけれども、見

込みとして１９０名になると。したがって、３３名の減となりまして２５万円の減額。

４目介護予防住宅改修費、１９節ですが４０万円の減額。これは住宅改修費でございま

して、当初４件を見ておりましたけれども、３件の見込みということで、マイナス１件分

の減額となります。

４項高額介護サービス等費２目高額介護予防サービス費１９節負担金補助及び交付金２

１万円の減額。これは確定見込みによる減額であります。

５項高額医療合算介護サービス費等１目高額医療合算介護サービス費１９節５７万４,

０００円の追加補正。これは確定見込み、４３人分の補正となります。

６項特定入所者介護サービス等費１目特定入所者介護サービス費、１９節２２万円。特

定入所者介護サービスでありまして、特養への入所者増に伴って２２万円の補正となりま

す。

以上で歳出を終わりまして、歳入４ページに移ります。

１、歳入。

１款介護保険料１項介護保険料１目第１号被保険者保険料、確定見込みによる８万円の

減額。

２款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金、これも確定見込みによる４９４

万円の減額。

２款国庫支出金２項国庫補助金１目調整交付金、これも確定見込みによる減額１６５万

３,０００円の減額。４目事業費補助金１２万６,０００円。システム改修事業補助金であ

りまして、２５万２,０００円の２分の１分であります。

３款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金、これも確定見込みによる減額３３０

万９,０００円であります。

４款支払基金交付金１項支払基金交付金１目介護給付費交付金、これも確定見込みによ

る減額であります。

６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１節介護給付費繰入金１５５万４,０

００円の減額。これも確定見込みによる減額。２節事務費繰入金１２万６,０００円。こ

れはシステム改修に係る１２万６,０００円の計上、これも２５万円の２分の１分になり

ます。

６款繰入金２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金３１９万４,０００円の補正
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となります。これは歳出に伴う歳入の不足分を基金を取り崩して充当するという内容であ

ります。したがって、２５年度末現在の見込みでいきますと、残高は１,８１３万５,２９

１円の見込みとなります。

以上で議案第７号の説明を終わりまして、次に議案第８号の説明に移ります。

議案第８号平成２５年度陸別町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

２、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費９節旅費、普通旅費６万７,０００円の減

額。これは確定見込みによる減額となります。１３節委託料２０万５,０００円の減額。

これはインフルエンザ予防接種でありまして、当初４５０人を見ておりましたけれども、

３６８人の確定ということで、８２人分の減額２０万５,０００円。１９節負担金補助及

び交付金３万４,０００円の減額。これはインフルエンザ予防接種の助成金、これは償還

払いでありまして、２０人を見ておりましたけれども、１１人で終了ということです。９

人分の減額３万４,０００円です。

以上で歳出を終わりまして、歳入、４ページに移ります。

１、歳入。

１款後期高齢者医療保険料１項後期高齢者医療保険料１目特別徴収保険料１５７万円の

補正。２目普通徴収保険料１６７万円の減額。これは特別徴収と普通徴収の割合の見直し

による特別徴収と普通徴収間の補正ということになります。したがって、トータルでマイ

ナス１０万円の減額となります。

３款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金３０万６,０００円の減額。

５款諸収入２項償還金及び還付加算金２目保険料還付金。これは広域連合から納付され

るものでありますけれども、今回の補正で新設をしました。というのは、２４年度までは

普通徴収保険料の中に広域連合から入ってくるこの還付金を計上したわけですけれども、

歳入歳出同額の予算とするために、この目を今回新設をしております。保険料還付金とし

て１０万円。なお、歳出でも既に当初予算で保険料還付金１０万円ということで計上して

いると、そういう内容であります。

以上で、議案第２号から第８号までの説明を終わります。以後、御質問によってお答え

をしていきたいと思っておりますので、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） これから、議案第２号平成２５年度陸別町一般会計補正予算（第

１０号）の質疑を行います。
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第１条、歳入歳出予算の補正のうち、歳出の逐条質疑を行います。

事項別明細書は、１７ページからを参照してください。

１款議会費１７ページから、２款総務費２３ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に３款民生費２３ページ下段から、４款衛生費２６

ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、５款労働費２６ページ上段から、７款商工費２９ページ下

段まで。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に８款土木費２９ページ下段から、９款消防費３２

ページ下段まで。

７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） ３０ページの備品購入費のところでお尋ねをしたいと思います。

大変大きな額が減額になっておりますけれども、除雪ドーザが入ったということですけ

れども、これだけ大きな減額になったという理由について、もう少し詳しく説明をいただ

きたいと思います。当初の見積もりがどうであったのか、どういうことでこれだけの大き

な差額が出たのかということまで含めてお願いします。

○議長（宮川 寛君） 小栗建設課長。

○建設課長（小栗幹夫君） それでは、除雪ドーザの件についてお答えいたします。

まず、見積もりの段階で５社から見積もりをいただいております。その結果、第三次排

出ガス規制に伴いまして、最終的には３社からの見積もりをいただいて、それで当初予算

で計上をしております。その結果、入札の際３社から参加していただきまして、それで

もって落札されたということになるのですけれども、結果的には、当初３社から排ガス規

制ということで見積もった金額に対して、落札した金額がかなりの開きがあるのですけれ

ども、実際問題、実際に入札してみないとわからないところがありまして、あと各社に

よっては輸送経路、どっちにしても本州で製造しているものですから、小樽に入るのか、

苫小牧に入るのかによっても違ってきますので、それによって見積金額あるいは入札結果

の金額が違ってくるということで、最終的には、ちょっとかなりの開きが出てきたという

結果で、こちらとしてみれば、町としてみれば、それだけ業者さんが頑張っていただいた

ということで受けとめておる次第であります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 金額から言えば、結果的には随分本当に大きな額、安く買えたと

いうことで、町としては喜ばしいことだと思いますけれども、この見積もりの段階で、も

う少しその、輸送料のことについても以前議論がありました、そういったことなんかもあ
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りながら、規制も出てきたということもあって、それが格安になったのかもしれませんけ

れども、もう少し、ちょっと金額が大き過ぎるのではないかなというふうに思うのです

が、その見積もりの段階での打ち合わせを、もう少し慎重にされてはいかがかなと思いま

したのでお聞きをいたしました。その辺のことについて、お答えください。

○議長（宮川 寛君） 小栗建設課長。

○建設課長（小栗幹夫君） おっしゃっていることはごもっともで、確かにこれだけの開

きが出るといかがなものかなというふうに思われるのですけれども、５社から見積もり

とった時点で、各社の営業的な面が多大にあるかなと思っております。５社のうち、２社

は排ガス規制に対応できないということで辞退しておりますので、残った３社でもって見

積もりを出していただいたのですけれども、その時点では、やっぱり３社の中で、一番低

い金額で結果的には予算計上したわけなのですけれども、最終的に落札等でもってこれだ

けの開きができたことに関しましては、今後見積もりの段階で精査していくように努めて

いきたいと思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に１０款教育費３２ページ下段から、１２款公債費

３７ページまで。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、歳出全般について行います。ただし、款ごとの質疑は終わ

りましたので、他の款との関連あるもののみといたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で歳出についての質疑を終わります。

次に、歳入全般について質疑を行います。

歳入の事項別明細書は、９ページから１６ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、以上で歳入についての質疑を終わります。

次に、第２条繰越明許費の補正、第３条債務負担行為の補正及び第４条地方債の補正に

ついて質疑を行います。６ページから８ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、最後に歳入歳出全般について質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。



― 37 ―

これから、議案第２号平成２５年度陸別町一般会計補正予算（第１０号）を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第３号平成２５年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

４号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから１２ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第３号平成２５年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

４号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第４号平成２５年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正

予算（第４号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、５ページから８ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、第２条、債務負担行為について質疑を行います。

４ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第４号平成２５年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正
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予算（第４号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第５号平成２５年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の

質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、５ページから８ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に第２条地方債の補正について質疑を行います。

４ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第５号平成２５年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）を

採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第６号平成２５年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、５ページから７ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、第２条、債務負担行為及び第３条地方債の補正

について質疑を行います。

４ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第６号平成２５年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。

これから、議案第７号平成２５年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３

号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから９ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７号平成２５年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３

号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第８号平成２５年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８号平成２５年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

を採決します。
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お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。

午後２時まで休憩いたします。

休憩 午後 １時４５分

再開 午後 ２時００分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１１ 平成２６年度町政執行方針 教育行政執行方針・

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１１ 町長から平成２６年度町政執行方針を述べたいとの

申し出がありますので、これを許可いたします。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 平成２６年陸別町議会３月定例会の開会に当たり、町政

執行について私の所信を申し上げ、町議会の皆さん、町民の皆さんに町政全般へのさらな

る御理解と御協力をお願い申し上げます。

政府は、長引くデフレからの早期脱却と経済再生を図るため、財政政策・金融緩和・成

長戦略の三本の矢による経済政策（いわゆるアベノミクス）に一体的に取り組んでいます

が、地方経済にはいまだ十分に浸透しておらず、円安の進行に伴う原材料費、エネルギー

コストの高騰等もあり、経済状況は依然として厳しく、今後とも国と地方が連携・協力し

て地域経済に取り組まなければなりません。

このような中、平成２６年度国の一般会計予算（当初ベース）９５兆８,８２３億円の

うち、歳入における税収は５０兆１０億円で、公債金（借入金）は、４１兆２,５００億

円と圧縮され、税収が公債費を昨年に引き続き上回りましたが、公債依存度は約４３％

で、依然として高い水準で推移をしております。

公債金の内訳、建設公債、赤字公債は、記載のとおりであります。

また、歳出における国債費（借入返済）は２３兆２,７０２億円、対前年度比１兆２８

７億円の増と、歳出全体の約２４％を占めており、大変厳しい状況にあります。

政府は、経済再生と財政再建の両立並びに増大する社会保障の持続性と安心の確保及び

我が国への信認維持の観点から、平成２６年４月１日から消費税率を５％から８％へ引き

上げます。消費税率引き上げの際には、駆け込み需要とその反動減が予想され、これを緩

和する対応策を実施し、その後の経済の成長力の底上げと高循環の実現を図り、持続的な

経済成長へとつなげようとしています。

また、地方自治体に直接影響のある地方税、地方交付税等の地方一般財源総額について
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は、社会保障の充実分等を含め、平成２５年度の水準を相当程度上回る額が確保されてい

るところです。

今後、国の財政政策、金融緩和、成長戦略が地方経済において、景気回復の実感が得ら

れる確かなものとなるよう期待をするところであります。

北海道においては、平成２６年度一般会計予算（当初予算ベース）は、総額２兆７,１

９０億円のうち、歳入の道税は５,１７４億円、道債（借入金）は６,３１６億円と道税を

上回り、道債が歳入の約２３％を占めております。

さらに、歳出における公債費（借入返済）は７,３０７億円と約２７％を占め、８年連

続の赤字編成であり、依然として厳しい状況が続いています。

このことから、昨年同様に北海道の施策も、より一層厳しさが増すものと予想されま

す。

私は、当町が直面している、人口の減少・雇用問題・高齢化を見据えた安全で安心なま

ちづくりや、酪農業や林業などを基幹産業とする当町の存亡にかかわるＴＰＰ（環太平洋

経済連携協定）問題、地域防災力の向上、安全で安心な地域交通の維持と確保、電力の安

定供給など、緊急に取り組まなければならない課題があります。

また、消費税率の引き上げに伴う地域経済への影響も懸念されるところであります。

このように、直面する課題に的確に対応するために、陸別の豊かな自然環境の象徴であ

る「空・森・土」、地域の資源や特性を生かしたまちづくりを効果的に展開し、全ての町

民の皆さんと職員が「絆」を持ち、明るく笑顔の中で「うるおいあふれる」、「きらり☆

ひかる町」に向けて取り組みますので、御理解と御協力をお願いするものであります。

平成２６年度の予算編成に当たりましては、国の地方財政計画等の動向を見きわめなが

ら、前年度の予算と比較して地方交付税を約３.３２％増額した２１億５,７３０万円の計

上といたしました。

臨時財政対策債につきましては、平成２５年度当初予算と比較し、１０％減額の１億

３,５００万円を計上いたしました。

なお、大型事業を実施することから、ふるさと整備基金・いきいき産業支援基金など４

億７,２７０万円を取り崩し、地方債も５億１,０４０万円を借り入れて収支のバランスを

図ったところであります。

平成２６年度陸別町予算の総額については５７億５,５００万円で、前年度当初予算と

比較しますと１１.１％、５億７,６００万円の増額、一般会計ベースとなりますと４３億

７００万円で１３.６％、約５億１,７００万円を増額し、予算を計上いたしました。

一般会計、特別会計、合計総額は記載のとおりでございます。

次に、新年度当初予算に盛り込みました事業のうち、主な項目ごとに御説明申し上げま

す。

陸別の情報を発信しているホームページについてです。平成２１年２月にリニューアル

してから５年が経過しており、情報発信量の増加など、時代のニーズに対応した魅力ある
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ホームページにするために必要な経費を計上いたしました。

次に、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、地域活性化推進専門員のもと、昨年

はボトルのデザインなどの一部を修正の上、ミネラルウォーターの試供品を製造し、町内

販売を試験的に行ったところであります。今年度は、町内販売、町外への販路拡大を目指

してまいります。

なお、「陸別百恋水」は、特許庁に商標登録いたしました。

また、地域おこし協力隊員につきましては、現在の２名体制に加えて、新事業支援推進

員１名、酪農支援推進員２名及び商工支援推進員１名の４名を加えた６名体制で事業の推

進を図ります。

りくべつチャレンジ・プロジェクトとして、新たに陸別の寒い気候を利用し、いまだ栽

培技術が確立されていない薬用植物研究事業に挑戦してまいります。

次に、移住体験者の受入体制ですが、昨年度は郊外にある住宅の外構工事を完了させ、

長期滞在型移住体験住宅を含む３棟が完備され、より多くの移住体験者が来町し、定住対

策として体験者の移住に期待するところであります。

次に、保健福祉関係について申し上げます。

本町の高齢化が年々進む中、私は明るく活力に満ちた高齢社会を確立するため、豊富な

経験と知識を持った高齢者が活躍する地域づくり、あらゆる世代の方々が地域において

「共生」の意識を持ち、協働しながら地域の実情に応じた多様な仕組みで支え合い、高齢

者等を見守ることのできる地域づくりを進めてまいります。

なお、高齢者等交通費助成事業などは、引き続き必要な予算を計上いたしました。

次に、子育て支援についてであります。

少子化・核家族化の進行や、地域とのつながりも希薄になり、育児の孤立化や母親の育

児負担がふえています。このような社会状況の中、陸別の次代を担う子ども一人ひとりの

成長を地域社会全体で応援するため、子育て世帯の負担を地域全体で支援していくことが

必要となっています。

中学生までの入院・外来の自己負担分を無料化する子ども医療費助成事業を継続し、安

心して子育てができる環境を築いてまいります。

なお、子ども医療費助成事業・重度心身障害者医療費助成事業・ひとり親家庭等医療費

助成事業についても、必要な経費を計上いたしました。

子育て支援センターには、保育所担当の保育士を配置し、保育ママ利用助成などの各種

事業についても従来どおり進め、保育サービスの充実を図ってまいります。

学童保育所につきましては、利用者の皆さんのニーズに対応できる体制を教育委員会と

協議をしながら進めてまいります。

また、教育委員会と連携した保育所での「弁当休みの日」を設けるために必要な経費を

計上いたしました。

障がい者福祉につきましては、障がいのある人たちが総合的かつ計画的に必要なサービ
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スを利用しながら地域生活が続けられるよう、社会参加の機会を確保し、共生社会を実現

するために、当町が実施する地域支援事業の充実を図ってまいります。

保健事業では、町民の皆さんに明るく健康な生活を送っていただくため、引き続き各種

健診の機会を確保し、受診率の向上を図り、疾病の早期発見、早期治療につながるよう努

め、あらゆる機会を利用して健康についての相談や指導を実施していきます。

また、インフルエンザの蔓延防止のため、予防接種費用は、引き続き１８歳未満及び６

５歳以上の方の無料化のために必要な経費を計上いたしました。

次に、基幹産業であります農林業についてであります。

２月に開催されたＴＰＰ協定交渉の閣僚会合で、日本・米国との間で農産物重要５項目

を含む関税分野などで意見の隔たりが埋まらず、「大筋合意」には至りませんでした。

今後、米国は関税全廃を再び主張するものと思われますが、政府は関税維持を貫き、日

本の食の安全を守るよう強く期待するところであります。引き続き、商工会・ＪＡ及び町

村会などと連携を強化して、ＴＰＰ協定の関税撤廃に強く反対してまいります。

畜産担い手育成総合整備事業が平成２４年度で完了いたしましたので、今年度からは道

営草地整備事業の計画を進め、平成２７年度の事業採択を目指してまいります。

また、経営安定のための各種資金利子補給事業、新農業人育成事業や優良家畜導入支援

事業などの農業施策について必要な経費を計上いたしました。

平成２１年度から実施しています道営畑地帯総合整備事業「単独営農用水」（第２トラ

リ地区）は、昨年度４月１日から新しい施設での供用を開始し、今年度の完成に向けて継

続してまいります。

次に、農畜産物加工研修センター関係であります。

昨年度は、ブランド開発した「りくべつ鹿ジャーキー」の販売、新たな施設整備を行

い、当町の生乳を活用した「りくべつ低温殺菌牛乳」を誕生させ、試験製造を実施いたし

ました。今年度は、「りくべつ低温殺菌牛乳」の試験販売を開始するほか、引き続き地場

産品の開発を進めてまいります。

林業関係であります。

森林組合・商工会の林業部会・町の三者で設立した陸別町林業振興対策検討会で、国有

林・町有林・民有林の有効活用について協議をして、民有林の伐採後の跡地造林が進んで

いない状況から、町有林拡大事業として約５０ヘクタールの未立木地の現況調査、所有者

の意向調査を実施するために必要な経費を計上いたしました。

町有林事業につきましては、国有林分収林、町有林を森林環境保全整備事業の補助事業

として整備を進めてまいります。さらに、森林整備は地域雇用に大きく寄与しており、町

の単独施策であります、民有林造林促進事業への補助制度と雇用促進の制度については、

継続してまいります。

森林の保全対策として、上陸別地区小規模治山事業に平成２４年度から着手しており、

今年度の完成を目指すために必要な経費を計上いたしました。
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また、新規事業として、森林整備に必要な林業専用道勲祢別線開設工事を本年度から着

工してまいります。

国、北海道に対しても、温暖化・治山・治水対策としての造林事業の対策強化に向け

て、強く要請活動を行ってまいります。

次に、商工・観光業の活性化施策についてであります。

町内商工業者の健全な経営及び設備投資のための融資制度、保証料補給及び利子補給事

業につきましては、経営の安定、商工業の振興を図るために継続してまいります。

商工会が今年度も実施するプレミアム商品券発行事業につきましては、通常の一般分に

加えて低所得者向けも販売し、より多くの消費者に喜んでいただけるよう必要な経費を計

上いたしました。

平成２１年度から日産自動車株式会社への支援策として実施しています日産自動車購入

助成事業につきましては、引き続き助成してまいります。

また、平成２４年度から復活しました太陽光発電設置事業につきましては、今年度は２

戸分の経費を計上いたしました。

次に、観光関係です。

全国規模で知られるようになった本町の資源である「しばれ」を生かした観光イベント

でありますしばれフェスティバルは、第３３回目を無事に終了することができました。昨

年同様に吉本興業の「住みますプロジェクト」と連携し、９,０００人もの来訪者があ

り、陸別のしばれフェスティバルを体験していただきました。これもひとえに実行委員会

の皆さん、支援・応援をいただいた町民の皆さん、各関係機関の皆さんの御理解と御協力

のたまものであり、感謝と敬意を表したいと思います。

しばれフェスティバルは、今後とも町民の皆さんの御理解と御協力をいただき、さらな

る発展をするものと確信をしております。

次に、観光協会が独自事業として取り組んでいる「ふるさと銀河線りくべつ鉄道まつ

り」は、ことし７月に第６回目を迎えます。今年度は、昨年に引き続き２日間の日程でイ

ベント開催を予定しています。

商工会が積極的に取り組まれている旧ふるさと銀河線敷地内での列車等を活用した、ふ

るさと銀河線りくべつ鉄道は、商工会からの要望を踏まえ、今年度は構内の木柵の塗装、

洗車設備整備、列車一両の修復塗装、車両整備庫の実施設計、一級河川利別川にかかる橋

梁２基を撤去するなど、必要な経費を計上いたしました。

銀河の森天文台は、名古屋大学を初めとする各研究機関と町における社会連携に関する

情報交換、事業協力及び交流活動を通じて地域振興の推進を図ってまいります。

また、スターライトフェスティバルや季節ごとの観望会など、館長と協議の上、各種イ

ベントを企画し、より多くの来館者が訪れ、親しまれる天文台にしてまいります。

消費者対策につきましては、旅行をめぐるトラブルや化粧品による肌の被害など、身近

な問題に対し、月２回の消費者相談窓口を開設し、相談業務を実施しているところです。



― 45 ―

今後も生活専門相談員のもと、消費者の問題に対し迅速な対応がとれるよう、相談窓口の

充実を図ってまいります。

雇用対策ですが、町単独の緊急雇用対策事業として、町内季節労働者、短期労働者の雇

用安定に加え、若年層の就業対策としての経費を引き続き計上いたしました。

新たに町単独の雇用促進事業として、町内の事業所等における雇用を促進させるために

必要な経費を計上し、定住化・地域の活性化を図ってまいります。

次に、道路網の整備についてであります。

高速道路がいち早く緊急交通路として指定され、避難、救助、物資輸送などで果たした

高速道路の役割は大きく、「命をつなぐ道」として高規格幹線道路網の整備が必要不可欠

であります。このことから、抜本的見直し区間である足寄－小利別間５１キロメートルの

凍結解除、事業化している小利別－北見間２８キロメートルのうち、北見西インターチェ

ンジ－訓子府インターチェンジ間の１２キロメートルは、平成２６年度供用開始予定であ

ります。小利別－訓子府インターチェンジ間の１６キロメートルは、平成２８年度の供用

開始を目指し、強く要望をしてまいります。

道道津別陸別線の下陸別・中陸別・止若地区の危険箇所の線形改良等につきましては、

昨年度事業の一部が延期されたことから、本年度は止若内橋のかけかえ工事と一部用地買

収をする予定であります。引き続き早期完成に向けての要請活動を行ってまいります。

町道整備についてであります。

元町１号通り改良工事、町道東１条２丁目通りほか維持補修事業などに係る経費を計上

いたしました。

試験的に設置しました街路灯改修事業のＬＥＤ街路灯の結果をもとに、今年度も町道駅

前本通りほか１路線の街路灯について、ＬＥＤ街路灯を試験的に設置し、電気料などの

データの収集を引き続き今後の事業に活用してまいりたいと考えております。

町道等にかかる橋梁につきましては、橋りょう長寿命化修繕計画策定事業により、今年

度は若葉橋の実施設計費を計上し、平成２７年度の着工を目指します。

住宅整備についてであります。

町営住宅整備事業につきましては、緑町団地のサッシ改修事業、共栄団地の給湯器更新

事業に必要な経費を計上いたしました。

昨年度に引き続き、新町団地の建てかえ事業として、２棟８戸に係る解体工事、２棟４

戸の実施設計費、外構工事に必要な経費を計上いたしました。

河川改修についてであります。

北海道が管理する一級河川利別川の河川改修工事につきましては、町道大誉地薫別線に

かかる千歳橋は、昨年に引き続き左岸側橋台と橋脚の下部工事を北海道が実施し、平成２

７年度の完成を目指しています。

また、市街地につきましては、新町１区の改修工事を昨年度に引き続き北海道が実施し

ます。
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なお、当町が管理する普通河川男鹿川など、護岸補修工事に必要な経費を計上しまし

た。

消防関係につきましては、昭和６２年に購入した水槽つき消防ポンプ自動車の更新、消

防広域化に向けた高機能指令センター整備の実施設計費など必要な経費を計上いたしまし

た。

防災対策についてです。

昨年１０月１６日に発生した大規模停電の教訓から、庁舎横にある書庫の一部を改修

し、防災備品庫として活用し、防災資材の購入などに必要な経費を計上いたしました。

また、北海道電力株式会社に対しては、電力の安定供給のため、早期に２回線化に着手

するよう引き続き強く要請してまいります。

教育関係につきましては、教育委員会の意向に基づき、所要の経費を計上いたしまし

た。

なお、東１条２区、下陸別にある教職員住宅建てかえの基本設計及び実施設計に必要な

経費を計上いたしました。

学校給食につきましては、平成２７年度の供用開始に向けた必要な経費を計上し、教育

委員会と協議して進めたいと考えております。

次に、診療所の運営について申し上げます。

国保関寛斎診療所の運営につきましては、前年度当初予算と比較して診療収入は伸びて

おりますが、収支改善には今後とも関係職員と一層の努力を重ねてまいります。

町内唯一の医療機関として、町民の皆さんが安心して住み続けるための施設であります

ので、今年度におきましては、新たに超音波画像診断装置、Ｘ線撮影装置用ＬＣＤモニ

ターなどの医療機器の更新に必要な経費を計上し、今後とも医療体制の確立維持に努めて

まいります。

次に、簡易水道事業及び公共下水道事業について申し上げます。

簡易水道事業においては、町道東１条通りほか１路線の配水管路布設がえ工事、陸別浄

水場・陸別配水池の機器更新工事に必要な経費を計上いたしました。

下水道事業は、平成９年度から供用開始しており、水洗化率は８７.５％になっており

ます。

また、陸別浄化センター機器更新のために必要な経費を計上いたしました。

介護保険事業、後期高齢者医療につきましては、所要の予算を計上いたしました。

なお、平成２６年４月１日から消費税率の引き上げに伴い、水道使用料及び下水道使用

料を改正することといたしました。関係する一部改正条例案を提案しておりますので、御

審議賜りますようお願いを申し上げます。

私は、少子高齢化や過疎化、日常生活圏の拡大など、難しい局面を迎えることも予想さ

れますが、職員とともに地域のきずなと知恵を生かし「安全・安心なまち」実現のために

努力していく所存であります。
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議会並びに町民の皆さんの一層の御理解と御協力を心からお願い申し上げまして、平成

２６年度の町政執行方針といたします。

○議長（宮川 寛君） 議事の都合により、２時４５分まで休憩をさせていただきます。

休憩 午後 ２時３４分

再開 午後 ２時４７分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

次に、教育委員長から、平成２６年度教育行政執行方針を述べたいとの申し出がありま

すので、これを許可します。

石橋教育委員長。

○教育委員長（石橋 勉君）〔登壇〕 教育行政の執行に当たりましては、平素より、町

議会を初め、町民の皆様方の深い御理解と御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

平成２６年度の教育関係予算を御審議いただくに当たり、教育行政の主要な方針を申し

上げ、町議会並びに町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと思います。

２０２０年東京オリンピックの開催が決まりました。国内には、３年前の東日本大震災

及び福島第一原発事故からの復興など課題も山積しておりますが、世界の人々に全ての日

本人が心を一つにしている姿を見てもらえるよう、日本一寒い町陸別の元気を全国に届け

てまいりたいと思います。

平成２６年度の基本的な考え方について申し上げます。

ことしもしばれの町りくべつの教育の日メーンスローガン「あいさつ・おもいやり・あ

りがとう」のもと、家庭、学校、地域との連携を推進し、「家庭は温かく」、「学校は楽

しく」、「地域は明るく」を合い言葉にして、本町の恵まれた豊かな自然や地域の資源を

生かした教育行政の推進に努めるとともに、地域活性化に向けて、教育は人づくりを基盤

として、産業振興、保健福祉との連携の強化を図ってまいります。

学校給食事業は、地域の産業振興に寄与し、家庭愛をつなぎ、そして食のあり方を学ぶ

食育を推進する事業であり、子どもたちが郷土の恵みに対して、感謝の気持ちを育てるよ

う万全を期してまいります。

次に、子どもたちの自主性を尊重し、たくましい陸別の子どもたちの育成に努めてまい

ります。

人格の完成を目指す教育の原点は、心を育てることであります。自他の敬愛と協力を重

んずる精神を基本として、全ての施策の執行に当たってまいります。

以下、主要な施策の概要について申し上げます。

その１は、「学校教育の推進」であります。

義務教育においては、社会において自主的に生きる基礎を培い、基本的な資質を養うこ

とを目的としております。

近年、子どもたちの基礎学力の低下やコミュニケーション不足などが指摘されており、

今年度も、「確かな学力の向上」、「豊かな心と健やかな体の育成」、「信頼される学校
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づくり」を重点として取り組んでまいります。

１点目の、「確かな学力の向上」についてであります。

陸別小学校では、毎日の朝学習と算数科における複数指導の実施や、陸別中学校では数

学科の習熟度別学習や複数指導の取り組みを継続し、基礎学力の定着を図ってまいりま

す。

また、小中学校ともに、伝える力を育てる言語活動の充実に努めてまいります。

あわせて、家庭学習の定着を図るために、「家庭学習の手引き・ガンバリ表」の活用を

推進し、学校と家庭との学びの連続性の確保を図り、「早寝、早起き、朝ごはん」の基本

的な生活習慣の形成に努めてまいります。

平成２６年度全国学力・学習状況調査は４月２２日に実施されますが、子どもたち一人

ひとりの学習の状況や課題について把握し、さらなる授業及び学校改善に取り組むよう努

めてまいります。

また、保護者に対しては、調査の結果を踏まえた課題と改善方策及び小・中連携教育の

成果と課題などをまとめたリーフレットを作成、配付し、現状の理解と改善方策に対する

保護者の意見などが反映されるよう努めてまいります。

また、北海道教育委員会が実施しているチャレンジテストには引き続き参加し、活用を

図るように努めてまいります。

特別支援教育の推進につきましては、引き続き関係機関との連携を図り、発達支援専門

員の派遣とあわせて学習支援員を配置してまいります。今年度は学習支援員１名の増員を

図り、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な教育を推進していくために所要

の予算を計上いたしました。

学校支援地域本部事業につきましては、引き続き地域の方々の協力を得て学校支援活動

を行ってまいります。

２点目の、「豊かな心と健やかな体の育成」についてであります。

豊かな心とは、自他の敬愛と協力を重んずる心であります。豊かな心を育てるために、

道徳の時間をかなめとして全教職員が協力し、学校の教育活動全体にわたり道徳教育の充

実を図るとともに、道徳の授業公開を実践してまいります。

特に、全面改訂されました「心のノート」の計画的な活用を図り、児童生徒みずからが

気づき、心で感じ取れるなど創意工夫に努めてまいります。

陸別町の児童生徒が取り組むふるさと学習は、地域の方々の御理解と御支援により、多

彩な取り組みが行われております。特に陸別小学校の児童全員が参加するしばれフェス

ティバルの取り組みや、陸別中学校が町内の事業所の協力を得て実施している職場体験学

習を初め、酪農体験、乳児保育体験、高齢者との交流など、陸別ならではの体験学習活動

を実施してまいります。

読書活動につきましては、陸別小学校の朝読書を継続し、読み聞かせを通して読書活動

の充実を図ってまいります。
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いじめの問題につきましては、どこの学校においても起こり得るとの認識を持ち、日ご

ろから、いじめは人間として絶対に許されないという学校の方針を明確に伝えるととも

に、教師自身がその思いを子どもたちに示し、特に相手を傷つける可能性のある言葉は、

早い段階から使ってはいけないことを教えることが大切なことであります。

また、学校が児童生徒を守るという信頼関係を築き、教育相談やアンケート調査を実施

し、早期発見、早期対応を学校全体で取り組み、子供たちが発するサインを見逃さない、

きめ細かな対応に努めてまいります。

あわせて、ＰＴＡ活動を通して保護者同士の交流を深め、いじめが起こらない環境を周

囲から築いていくことが重要であり、引き続きこれまでの取り組みを支援してまいりま

す。

「健やかな体」を育成するために、薬物乱用防止教室の開催や、学校教育全体を通して

食に関する指導の充実にも努めてまいります。

今年度も、「弁当休みの日」を実施いたします。また、ミルク給食について、毎月１回

当町の生乳を活用した「りくべつ低温殺菌牛乳」を提供することにしております。

学校給食につきましては、平成２７年度の供用開始に向けて、陸別町給食センター（仮

称）の建設に着手いたします。そのための関係予算を計上いたしました。

初めての完全給食を実施するに当たり、建設段階から実用面及び衛生面、食材、献立、

調理指導、試運転までの専門知識と経験を有する者の配置が必要なことから、栄養教師が

配置されるまで、学校給食の経験のある管理栄養士を採用し、多面的な指導を受けなが

ら、安全・安心、そしておいしい給食の提供に向けて進めてまいります。

また、運営方法及び維持管理についても、あわせて検討してまいります。

児童生徒の体力・運動能力の向上については、新体力テストの取り組みを継続して実施

するとともに、運動やスポーツの楽しさを味わうことができる体育学習の充実に努めてま

いります。また、徒歩による登下校の推進により、陸別の暮らしの中で培われる体力・運

動能力が伝承されるよう努めてまいります。

中学校の柔道の授業につきましては、３年目となりますので、技術面及び精神面の達成

度などを見きわめ、今年度も安全に十分注意を払いながら進めてまいります。

今年度も町が実施するインフルエンザ予防接種補助制度を児童生徒の保護者や教職員に

周知徹底を図り、予防接種の受診により、集団感染の予防に努めてまいります。

次に、フッ化物洗口についてであります。虫歯の予防にフッ化物の利用があります。

フッ化物は虫歯菌がつくり出す酸に溶けにくい歯質に改善するなどの働きがあり、北海道

が全道の学校に奨励しているものであります。

平成２５年度から保育所の５歳児全員がフッ化物洗口を実施しており、今年度、小学校

においても実施する計画でおります。

３点目の、「信頼される学校づくり」であります。

学校は、校長が経営方針に基づき、教師個々の授業力の向上を図るとともに、校内研修
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を深め、信頼関係を構築し、尊敬される教師を目指し、日々努力を積み重ねていくことが

大切であります。

そのために、学校だよりの地域回覧や地域参観日などを引き続き実施するとともに、各

種行事や公開教育研究大会などに地域の方々が参加しやすいよう取り組んでまいります。

また、学校評価の結果の分析及び公表を通して、保護者の思いや願いに応える授業づく

り、学校づくりを進めるとともに、保護者や地域住民等に児童生徒の成長に合わせた教育

課程の指導など、学校運営の状況を周知し、地域に開かれた学校づくりを進めてまいりま

す。

学校におけるあらゆる危機管理の対応については、学校独自の危機管理マニュアルの点

検と修正を不断に行い、効果的な危機管理体制の確立に努めてまいります。

教員の授業力向上を図る研修につきましては、校内における組織的な研修・研究活動を

充実するほか、十勝教育研修センター研修講座等への参加、教育局指導主事の指導を受け

ながら、資質向上に向けて取り組んでまいります。

また、体罰の根絶に向けた取り組みが進んでおりますが、体罰を肯定化するなど、誤っ

た指導が行われないよう、教職員及び指導者に徹底してまいります。

教職員の服務規律の保持につきましては、機会あるごとに注意を喚起しながら、交通違

反や飲酒運転の根絶など、不祥事の未然防止について指導の徹底に努めてまいります。

次に、特色ある教育活動といたしましては、小・中学校連携教育推進事業が平成１６年

度のスタートから１０年を過ぎ、義務教育９年間を見通した教育の研究と実践の積み重ね

が続けられております。

この小・中連携教育の取り組みについては、教職員一人一人の理解と協力のもと、全員

が参画して事業を推進しております。

今年度も本町の特性を生かして、学びの連続性を重視した授業実践や小・中学校の合同

研修、教育研究大会、そして地域と連携して取り組む特色ある教育活動を推進してまいり

ます。

また、中一ギャップと言われる学習や生活の変化に伴う不登校などの未然防止に向けた

小・中連携の取り組みの充実を進めてまいります。

次に、児童生徒の安全確保についてであります。

登下校時における児童生徒の安全確保につきましては、日ごろの児童生徒に対する指導

を初めとして、通学路の再確認や交通安全教室を開催して指導の徹底を図っております。

また、小学校においては、校区支援ネットワークの取り組みを市街地の全自治会から登

録をいただいております。全国各地で児童生徒の監禁事件などの発生が続いていることか

ら、引き続き登下校時の街頭指導に御協力をお願いしてまいります。

子どもたちを地域の大人の目で見守り、各関係機関と情報の共有化を図りながら、安全

確保に努めてまいります。

次に、学校教材用備品の整備についてであります。
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昨年度、学校用教材等の整備に対する寄附を賜り、本年度、小・中学校の図書の充実を

図るために所要の予算を計上いたしました。

また、学校関連施設の整備につきましては、小・中学校に導入しているパソコンの基本

ソフトのサポート終了に伴う機器の入れかえについて、昨年度は教職員分を整備しており

ます。今年度は、パソコン教室分について所要の予算を計上いたしました。

教職員住宅につきましては、老朽化のものから順次用途がえを行い、地域との交流を考

慮しながら分散して建設してきましたが、教員住宅団地における昭和４０年代後半から昭

和５０年代前半にかけて建設された住宅８棟１２戸の更新を計画的に実施するための基

本・実施設計に係る所要の予算を計上いたしました。

給食事業供用開始に伴い、給食搬入口について、小・中学校での改修工事を実施するた

め、所要の予算を計上いたしました。

その２は、「社会教育の推進」であります。

町民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するため、必要な学習の機

会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興を推進し、町民皆様の協力や行

政内の連携を図るとともに、情報の提供を積極的に進めてまいります。

今年度も、第７期陸別町社会教育計画に基づき、社会教育委員との連携を図りながら、

学習や文化・スポーツに親しむ機会の提供など、社会教育の推進に努めてまいります。第

７期陸別町社会教育計画は、平成２７年度までの計画となっておりますので、今年度から

２カ年かけて第８期陸別町社会教育計画の策定に取り組んでまいります。

今年度は、陸別小学校ＰＴＡを中心とした家庭教育学級や、６５歳以上を対象としたこ

とぶき学級に、ヒップホップダンス教室などの社会教育講座や、公民館講座として施設利

用団体の御協力による陶芸教室や押し花教室など、町民ニーズを的確にとらえ、文化に親

しむ機会の提供に努め、各種講座を開催してまいります。

また、高齢者学びの集い、集まれ！銀河キッズ・ジュニアリーダー研修会、社会教育委

員研修等を実施している十勝東北部社会教育連絡協議会の事業運営に継続参加してまいり

ます。

９月には、主に中学２年生を対象とする中学生等海外研修派遣事業、また、１月には小

学６年生を対象とする冒険・体感ｉｎとうきょう派遣事業につきましては、陸別に在住す

る小・中学生にとって貴重な体験学習の場となっておりますので、町部局と連携をとりな

がら今年度も継続して実施してまいります。

今年度は、初めて「りくべつ通学合宿」に取り組みます。通学合宿とは、子どもたちが

公民館で宿泊し、自炊、掃除、洗濯などの生活体験をしながら通学することによって、生

活力、自主性、協調性の向上を目指します。今年度は、将来的な長期通学合宿を目指すた

めの実験を兼ねて教育委員会が主催し、２泊３日の日程で実施いたします。

学童保育所指導員設置事業につきましては、働く世代の社会参画などの支援のため、小

学１年生から３年生の児童を対象に保育するものでありますが、今年度は保育時間１５分
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延長と入所希望者が多く見込まれることから、指導員の充実を図るよう、所要の予算を計

上いたしました。

次に、公民館の運営についてであります。

公民館は、図書室・視聴覚室・団体の利用の場として供用しておりますが、限られた空

間において役割は多様化しており、児童生徒の放課後における学びの場としての機能のほ

か、利用者相互の理解を深めながら、利用者の利便性の向上に努めてまいります。

公民館の改修事業として、吹き抜けホール部分の照明器具をＬＥＤ化するため、所要の

予算を計上いたしました。

その３は、「文化の振興」であります。

陸別町における文化芸術分野の活動は、文化祭を初め、ふるさと劇場の公演や、町民文

芸誌「あかえぞ」などの発刊など、活発な活動として高い評価を得ております。文化協会

の加盟団体や構成員の減少など、次世代への継承が進んでいない現状がありますが、まず

会員一人ひとりが生涯にわたって、自分たちの楽しみ方で続けていける環境を整備してま

いります。

また、町民ニーズをくみ上げる機会をつくり、各文化団体、サークル活動に対する活動

支援や情報提供を継続してまいります。

その４は、「文化財の整備」であります。

当町の文化財につきましては、関寛斎を初め、国史跡ユクエピラチャシ跡や町指定文化

財、郷土資料など恵まれており、文化財保護及び歴史を知ることは、未来を描くための活

動でありますので、これからの活用に向けた整備を継続してまいります。

史跡ユクエピラチャシ跡につきましては、今年度は入り口の誘導サインの作成及びチャ

シ跡郭外の火山灰盛り土の整備を実施してまいります。

今後も関寛斎と連動した活用事業などを模索し、より多くの人に「白いチャシ」に足を

運んでいただくことによって、文化財保護の理解が広まるよう努めてまいります。

旧中斗満小学校にある郷土資料につきましては、当町における人々の生活または生業及

び風土により形成された欠くことのできない資料で、「収蔵」状態から「展示収蔵」に整

備するため、所要の予算を計上いたしました。必要に応じて公開できるよう努めてまいり

ます。

関寛斎につきましては、平成２４年に開催されました関寛斎没後１００周年記念事業を

契機に、全国の研究者の関心が高まっており、関寛翁顕彰会の御尽力により市民交流が深

まっております。関寛翁最期の地として注目されており、研究・交流活動の中心的な役割

を果たしていくよう努めてまいります。

関寛斎資料館につきましては、資料館の周知及び入館案内、展示資料の管理保存、研究

者への情報提供など、最大限の利用効果が図られるよう、無料期間設定等の調査を進め、

改善に努めてまいります。また、関寛翁顕彰会の活動支援を継続してまいります。

その５は、「スポーツの振興」であります。
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スポーツは全ての人が生涯にわたり、心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠

なものとなっております。あらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ健康状態に

応じてスポーツを行うことができるよう推進しなければなりません。

当町では、社会体育団体、各種サークル、自治会などの地域連携と交流を促進する施策

を実施するとともに、町民一人一人が健康で活力ある生活を営むことができるよう、ス

ポーツ施設の適切な維持管理やスポーツを楽しむ機会の提供に努めてまいります。

町民スポーツレク大会は、全国的に地域のきずなが希薄になっていると言われる中、地

域の一体感や活力を醸成するものであり、陸別町が誇れる財産の一つでもあります。町民

が一堂に会し、スポーツレクリエーションを通じて、体力の増強と健康保持、親睦、融和

を図ることを目的として、毎年８月に開催しております。今年度も市街地、農村部を初め

町民皆様の参加をお願いし、第４７回となる大会を開催してまいります。健康で活力に満

ちた長寿社会の実現に不可欠であり、町内各自治会の皆様方の御協力をよろしくお願いい

たします。

スポーツを楽しむ機会の提供でありますが、教育委員会主催のスポーツの集いや各体育

団体主催のソフトボール、パークゴルフ、ミニバレーなどの各種大会にも幅広く町民が参

加していただけますよう、各協会と連携、協力に努めながら実施してまいります。

スポーツ施設の維持管理につきましては、夏は町民運動場、パークゴルフ場、プール、

冬はスケートリンク、スキー場、年間を通して小・中学校体育館の開放など、全ての施設

において、限られた施設環境ではありますが、町民皆様に無料で御利用をいただいており

ますので、今年度も適切な維持管理と施設運営に努めてまいります。

体育施設の整備につきましては、パークゴルフ場のコース案内板及びホール看板の改

修、水泳プールの照明用配管配線修繕のため、所要の予算を計上いたしました。

今年度も、スポーツ推進委員や体育連盟・スポーツ少年団、さらに保健福祉センターと

の連携を図りながら、町民全員が生涯を通じてスポーツや健康づくりに親しめるよう、そ

の環境を構築してまいります。

また、スポーツ振興基金の果実を運用しながら、スポーツ活動における全国、全道大会

出場者及び各種指導者講習会、審判員資格取得などに助成を継続してまいります。

以上、平成２６年度の教育行政の主要な方針について申し上げました。

これからも、家庭、学校、地域や各関係機関と連携を深め、理事者との緊密な連携のも

と、職員一丸となって積極的な教育行政を推進し、町民の負託に応えるよう努めてまいり

たいと思います。

町議会並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げ、教育行政執行方針といた

します。

○議長（宮川 寛君） 以上で、平成２６年度町政執行方針及び教育行政執行方針を終わ

ります。

執行方針にかかわる一般質問の追加は、本日午後５時までに提出してください。
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以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日は、これにて散会したいと思います。

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

───────────────────────────────────

◎散会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 本日は、これにて散会いたします。

散会 午後 ３時１８分


